
男女平等推進計画（第６次）進捗状況調査票（令和４年度分）

事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

1
学校における男女平
等にかかわる適正な
指導

「東京都男女平等参画基本条例」に基づき、男
女が互いの違いを認めつつ個人として尊重さ
れる本質的平等の理念の理解のため、男女平
等教育を適正に推進します。

指導室

　全ての学校（小学校49校、中学校24校、特別
支援学校）において男女平等教育を、人権教
育の全体計画及び年間指導計画に位置付け、
計画的に実施した。

　学校教育全体で人権教育に取り組むととも
に、社会科、家庭科、道徳等の各教科等の中
で、男女平等教育に関する内容に触れ、児童・
生徒自身が男女平等について考える授業を実
施した。
　中学校の標準服の見直しについて、各学校
で検討が進み、令和４年度は３校が変更を行っ
た。

・男女平等教育の教育課程への位置
付け、人権教育の全体計画及び年間
指導計画の作成・指導室への提出の
継続
・中学校において制服の見直しにつ
いての検討の継続

2
男女平等教育の視点
における性教育の実
施

児童・生徒等が生命・人間尊重、男女平等に基
づいて、互いの性を尊重し、意思決定能力を身
に付け、望ましい行動がとれるよう、発達段階
に適応した性教育を実施します。

指導室

・全ての学校（小学校49校、中学校24校、特別
支援学校）において道徳教育及び保健体育の
全体計画と年間指導計画に位置付け、学校全
体で組織的・計画的に実施した。
・宿泊学習の事前指導において、発達段階に
応じた性教育を実施した。

　心身機能の発達などの科学的な知識は保健
体育で、性に関する倫理的な側面や人間関係
の重要性については、道徳や特別活動で取り
扱うなど、教科等の役割を明確にして、体系的
に指導を実施した。
　また、小学校６年生、中学校２、３年生の宿泊
学習の事前指導において性教育を実施した。

・道徳教育の全体計画及び道徳科の
年間指導計画の作成・指導室への提
出の継続
・中学校対象　性感染症予防教室の
実施
・小・中学校における「生命の安全教
育」の実施

3
男女平等教育を進め
るための教員研修

教員自身の男女平等教育に関する理解を深め
るため、全区立小中学校・幼稚園の人権教育
担当者を対象に指導室と人権推進課との共催
で研修会を行います。

指導室
人権推進課

【テーマ】
「人権視点で考える性とジェンダー～『生命（い
のち）の安全教育の理解と導入』～」
【日時】
令和４年８月３０日（火）
【講師】
認定NPO法人エンパワメントかながわ
阿部　真紀　理事長
【対象】
各校園の人権教育担当者
【参加者数】
78名

　子どもたちが性暴力の加害者や被害者、傍
観者にならないように、指導する教職員自身が
自分の性も他者の性も大切にできる「男女平
等教育」を学ぶことを目的に実施。
　性的同意について分かりやすく伝える方法や
性に関する相談の受け止め方など学校教育の
現場で求められる「生命の安全教育」への理解
を深めることができた。

令和５年８月30日（水）開催予定
講演　「未定」
講師　未定
対象　　各校園の人権教育担当者等

4
男女平等保育を進め
るための保育士研修

保育に携わる職員を対象に男女平等に関する
研修会を実施します。

保育課
人権推進課

【テーマ】
父親の子育てが家族にもたらす影響
【日　時】
令和４年10月13日（木）
【講　師】
埼玉学園大学特任教授　尾形　和男
【対　象】
（１）区内の公立・私立保育園の保育士・看護
師
（２）小規模保育事業者
（３）家庭的保育事業者
（４）認証保育所保育士
【参加者】
64名（新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め参加人数は会場の半数までとした）

　子育て家庭において、家事分担や担い手の
意識が少しずつ変化してきている。
　父親の育児参加は、母親の育児の負担軽減
に繋がること、子育ては父母が協力して行うも
のということ、父親の家庭関与が子どもの成長
発達に及ぼす影響を含めて学ぶことができた。
　これにより、父親の子育て参画について保護
者への普及・啓発が期待できる。

令和５年10月26日(木)

目標１　男女平等意識を高め、男女共同参画を推進します

課題１　男女平等教育の充実

施策の方向１　学校等における男女平等教育の推進

資料２
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

5
男女平等・男女共同
参画に関する普及・
啓発

男女共同参画週間や男女平等推進センターに
おける講座・講演会等の取組を「広報かつし
か」やSNSを活用し、区民に周知するとともに、
男女平等に関する意識づくりや情報提供のた
めの啓発物等を作成・配布します。

人権推進課

【テーマ】
男女共同参画講演会　　「～らしさ』から自由に
なるためのレッスン」」
【日時】
令和４年10月30日（日）午後１時～３時
【講師】
太田啓子さん（弁護士）
【参加者数】
34名

　参加者は少なかったが、アンケートでは好評
だった。
　会場が寒いというご意見があったため、冷暖
房の入る時期に開催するなど検討する必要が
あると思う。

開催予定

【テーマ】
「クラシック音楽とジェンダー～日本の女性音
楽家たち～」
【日時】
令和４年７月30日(土)午後１時～３時
【講師】
玉川裕子さん（桐朋学園大学教授）
【参加者数】13名

　日本のクラシック音楽黎明期の女性音楽家
たちの作品や生涯を紹介し、時代背景や女性
の生き方を知り、男女平等について考えるきっ
かけとすることを目的として実施。
　受講者満足度100％
　アンケートには「日本の近代音楽の発展に女
性が多く関わり、活躍したことが大変興味深
かった。」「音楽学校内でのジェンダー問題は
興味深い、ジェンダーについてわかりかけまし
た。」などの感想があった。

開催予定

施策の方向２　家庭や地域における男女平等意識の向上

オトナのオンナの学びタイム（全３回）
第１回
【テーマ】
オトナのオンナの”女性解放”
令和４年８月26日（金）午後２時～午後４時
【講師】
江原由美子さん（東京都立大学名誉教授）
【参加者数】
15名（内オンライン８名）
第２回
【テーマ】
オトナのオンナのおとめ六法
【日時】
令和４年９月２日（金）午後２時～午後４時
【講師】
上谷（かみたに）さくらさん（弁護士）
【参加者数】
13名（内オンライン７名）
第３回
【テーマ】
オトナのオンナの快眠セルフケア
【日時】
令和４年９月８日（木）午後２時～午後４時
【講師】
鶴田名緒子さん（+sleep代表、睡眠健）
【参加者数】
13名（内オンライン７名）

　誰もが自分らしく元気に生き生き暮らすため
に、男女共同参画について広く関心を深めるた
めの学習の場を提供することを目的に実施。
【第１回満足度】58.3％
満足度内訳：回答12名
「とてもよかった」４名、「よかった」３名
【第２回満足度】100％
満足度内訳：回答９数名
「とてもよかった」７名、「よかった」２名
【第３回満足度】100％
満足度内訳：回答数７名
「とてもよかった」２名、「よかった」５名

　会場受講とオンライン受講の2本立てで実
施。
　オンライン受講参加した方からは小さな子が
いるので家で参加出来てよかった、在宅で仕
事しながら聴講できた、会場で口頭で質問する
よりチャットで質問するほうが質問しやすくて良
かったなど、好意的な回答が多かった。

令和５年８月～９月頃開催予定

男女平等の意識づくりと啓発に向けた学習の
場・機会として、男女平等に関する様々な講
座・講演会を開催します。

男女平等に関する講
座・講演会

6 人権推進課
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

「ママと呼ばれるワタシたち」
第１回
【テーマ】
ワタシの学びなおし～０から知りたい女性学
【日時】
令和４年９月12日（月）午前10時～正午
【講師】
石井クンツ昌子さん（お茶の水女子大学理事・
副学長）
【参加者数】
10名

第３回
【テーマ】
ワタシの今・ここ～役割からの解放
【日時】
令和４年９月26日（月）午前10時～正午
【講師】
鈴木さわこさん（女性のためのメンタルライフカ
ウンセラー）
【参加者数】
10名

　子どもの子育てのことだけでなく、ママ自身に
あてられた講座というのがすばらしいとの感想
があったので、今後もこの視点で講座を開催し
たい。
受講者満足度
第１回100％(10名/10名)
第３回  90％（８名/９名)

第１回
令和５年６月15日（木）
第３回
令和５年６月29日（木）

【テーマ】
国際ガールズ・デー企画「女の子が未来をつく
る！」
第２回：女の子は自分で決める！サッコ先生と
考える『わたしのからだはわたしのもの』
【日時】
令和４年10月16日（日）午後１時30分～午後３
時30分
【講師】
高橋 幸子 氏
（埼玉医科大学医療人育成支援センター・地域
医学推進センター助教/産婦人科医）
【参加者数】
15名（会場９名、オンライン６名）

　専門的な内容も含まれたが、講師がテンポよ
く元気に進めた。実例紹介や問いかけも多く、
自分の状況に照らし考えながら参加できるスタ
イルで、会場受講者は熱心に聴講していた。子
どもにはやや難しい内容もあったため、保護者
のサポートを呼び掛けた。

　オンライン配信の音声に不具合が生じ、原因
特定がなかなかできず聞き取りにくい状態が長
時間に及んでしまった。今後同様の問題が生じ
ないよう、マニュアル化と手順の徹底を図る。

令和５年10月開催予定

【テーマ】
視覚文化とジェンダー
第１回：美にまつわる意識と女性の生
第２回：スーパーヒーローから考えるジェンダー
【日時】
令和５年２月12日（日）・19日（日）
午後１時～午後３時
【講師】
大橋稔　さん（城西大学教授）
【参加者数】
第１回12名、第２回15名

　アンケートでは、「わかりやすい。聞きやす
い」「大橋ワールドはとても魅かれます。来年も
呼んでほしい」「マンガ、ドラマからここまでジェ
ンダーを考えられる大橋先生はすごい」など講
師、講座内容とも大変好評だった。
　踏切事故のため、講師が10分ほど遅れて到
着した。その間にひと通りのご案内と今後開催
予定の講座のアナウンスなどして間を持たせ
たが、不測のことが起きた時のためにできるこ
とを考えておく必要があると思った。

開催予定

【テーマ】
パルフェスタ2023映画上映会
「紅い襷　富岡製糸場物語」
【日時】
令和５年３月４日（土）
午後１時30分～午後３時30分
【参加者数】
95名

　アンケートの結果は、よい映画だった、学び
になった、感動した、すばらしかった、これから
も上映会をやってほしいなど、好評だった。
　途中休憩はなく適宜入退室していただくた
め、高齢の方の安全確保の意味で真っ暗には
せずダウンライトのみつけておいたが、部屋が
明るいのが気になったという意見があったた
め、次年度は前もってアナウンスしておくなど
対策を考えたい。

令和６年３月開催予定

6
男女平等に関する講
座・講演会

男女平等の意識づくりと啓発に向けた学習の
場・機会として、男女平等に関する様々な講

座・講演会を開催します。
人権推進課
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

7
固定的性別役割分担
意識にとらわれない
職業観の育成

固定的性別役割分担意識にとらわれず、自分
の興味や能力を活かす進路・職業を主体的に
選択できるよう、学生やその保護者を対象に講
座を開催します。

人権推進課

【テーマ】
国際ガールズ・デー企画「女の子が未来をつく
る！」
第１回：女の子はなんだってできる！映画『ド
リーム 』上映会
【日時】
令和４年10月９日（日）午後１時30分～午後４
時
【参加者数】
７名

　差別に負けず自らの能力に自信を持って進
む主人公達が格好良かったとの感想が複数
あった。また黒人差別について知るきっかけと
もなったようであった。
　Logoフォームを取り入れたことで申し込みが
簡便になりハードルが下がったものの、実際の
受講率が低かった。気軽に申し込んだ層をしっ
かりと受講に繋げるための対策が必要である。

令和５年10月開催予定

8 かつしか区民大学

「多様な学びによる自己実現」、「地域に貢献で
きる人材育成」、「区民の参画・協働による運
営」を重点方針とし、庁内連携を進める中で男
女平等、人権尊重を基調とした講座・講演会を
開催します。

生涯学習課

　重点方針に基づき、令和４年度は126講座の
開催を予定した。そのうち、人権・男女平等に
かかわる講座として人権講座、暴力防止に向
けた講座、性の多様性に関する講座（２講
座）、人権週間記念講演会、男女共同参画基
礎講座（５講座）、男女平等講座（２講座）、か
つしか子ども・若者応援ネットワーク講座、かつ
しか区民大学特別講演会を展開した。

　令和４年度も引き続き、人権・男女平等にか
かわる講座として、年間で合計14の講座・講演
会を区民大学単位認定講座に位置づけて展開
した。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止及び講
師体調不良のため３講座が中止となった（うち
人権・男女平等にかかわる講座なし）が、会場
に足を運ばなくても多くの方が学習できるよう
オンライン講座を２講座（うち人権・男女平等に
かかわる講座なし）、対面とオンラインの併用
講座を20講座（うち人権・男女平等にかかわる
講座６）実施した。
今後も時代に合わせた学びの手法を取り入れ
た講座を増やしていく。

令和５年度は区民大学全体で128講
座を予定（令和５年５月時点）。引き
続き、人権・男女平等にかかわる講
座についても、年間で合計13講座を
予定。

9
パルフェスタ（男女平
等推進センターまつ
り）

男女平等推進センター登録団体の活動発表と
区の主催事業を実施し、広く区民に男女平等
推進センターをアピールし、来館者に男女平等
について考えるきっかけを提供します。

人権推進課

【内容】
・舞台発表（手話ダンス、太極拳表演、フラメン
コ舞踊）
・参加団体活動内容展示
・各種相談（医療福祉、高齢者、後見制度）
・里親制度パネル展示及びフリスビー手作り体
験
・ＳＤＧｓパネル展示
・男女平等推進センター事業内容展示
・障害者施設自主生産品販売（パン・焼き菓
子、手作り雑貨）
・フードドライブ
・バルーンアート
・リサイクル図書無料配布
・映画上映会「紅い襷 富岡製糸場物語」
【来場者数】
807名

　令和４年度は、４年ぶりに１階から３階まで全
館を使用しての開催を実現し、来場者は807名
と昨年より大幅増となった。
　特に人気の高い販売を２階と３階に分けたこ
とで、動線を作り、来場者の集中を避けつつ全
体的に賑わいと活気にあふれていた。
　参加団体は昨年度より１団体増の９団体、
ガールスカウト東京都第148団が初参加であっ
た。
　実行委員からは「舞台に立ってお客様に見て
もらうことがメンバーのやりがいになっている。
今年は来場者が多く賑やかで良かったと思
う。」や、「多目的ホールの装飾が素晴らしかっ
た」などの感想が寄せられた。

令和６年３月２日（土）開催予定

施策の方向１　地域活動における男女共同参画の推進

課題２　あらゆる分野における男女共同参画の推進
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

【テーマ】
「斎藤美奈子さんと考える『ジェンダー平等』」
【日時】
令和４年11月６日（日）午後２時～４時
【講師】
斎藤美奈子さん（文系評論家）
【参加者数】
66名

　かつしか女性会議との共済。
　混合出席簿は平等教育の基本中の基本とい
う発言のある文芸評論家の斎藤美奈子さんに
平等教育についてまたジェンダー平等につい
て学んだ。
満足度96.8％。
満足度内訳：回答数63名
「とてもよかった」45名、「よかった」16名

実施予定

【テーマ】
「今年はどうなる？別姓・同性婚訴訟～寺原弁
護士に聞く、訴訟最前線～」
【日時】
令和５年２月４日（土）午後2時～4時
【講師】
寺原真希子氏
【参加者数】
21名

　令和２年度にも同事業で講座企画実績のあ
る「ダイバーシティかつしか」と共催した。
団体の活動内容とリンクした、時事的社会問題
をテーマとした当事者による講座となった。
　満足度は62.5%（無回答を除く満足度は100%）
であったが、満足度無回答者も自由意見欄で
はほぼ肯定的なコメントを寄せており、受講者
の知識や立場にかかわらず有益な講座となっ
た。

実施予定

11 家庭教育応援制度

乳幼児や小・中学生の保護者組織、子どもの
育成に関わる機関等が、保護者向けの家庭教
育に関する学習会を開催する際に、講師を派
遣し、その講師謝礼を助成します。

地域教育課

実施団体：10団体（私立幼稚園及び保育園、
PTA等）
参加者数：425名（大人370名、子ども55名）
学習会の主なテーマ
　１　親子のコミュニケーション
　２　親子でリトミック
　３　子どもの心と身体の健康

　引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けており、実施団体は少数である。（令和
４年度実施団体数：10団体）
　しかし、学習会参加者数は令和３年度の実施
結果である265人と比較して、大きく増加しいて
いる。
令和４年度の男性の学習会参加者数は30人で
あり、令和３年度の14人と比べて増加してい
る。

・前期、後期に分けて募集を行い、年
間40団体程度の実施を予定してい
る。
・私立幼稚園及び保育園、PTAに対
して総会及び役員会等の機会を捉え
周知を図る。また、男性の利用者促
進のため、おやじの会にも案内を配
布し積極的な制度の利用を促す。
・広報かつしか、ホームページ等を活
用し、広く周知を行う。

12 防災に関わる講座
地域における防災活動について、区と区民が
ともに、男女平等の視点から考えます。

危機管理課
人権推進課

【テーマ】
葛飾区の災害リスクとは？災害から受ける影
響やニーズの男女の違いとは？
第一部　葛飾区の災害リスクと防災対策につ
いて
第二部　災害から受ける影響やニーズの男女
の違いについて
【日時】
令和４年11月13日（日）午後１時30分～午後４
時
【場所】
葛飾区男女平等センター多目的ホール（葛飾
区立石５-27-１）
【講師】
第一部　葛飾区危機管理課災害対策係　係長
筒井英敬
第二部　株式会社いのちとぶんか社　取締役
葛西優香
【参加者数】
20名

満足度
第一部　94.7％
第二部　88.2％
　本講座を通して、災害時どのように行動する
かについてイメージしてもらうことができた。ま
た、「避難所における女性の性被害対策など」
について聞きたいといった声が挙がった。

令和５年11月～12月開催予定

13
女性のための防災対
策等検討委員会【新
規】

女性のための防災について議論し、防災会議
に答申を提出、それに基づいて地域防災計画
の修正や女性の防災施策を前進させます。

危機管理課

【議題】
葛飾区在宅避難ガイドブックの作成について
【日時】
令和５年１月24日（火）午前９時30分～午前11
時30分
【場所】
葛飾区男女平等推進センター洋室A（葛飾区
立石5-27-1）
【出席者数】
11名（委員13名のうち）

　在宅避難のメリットなどを共有することができ
た。
　また、在宅避難ガイドブックの作成に関してス
ケジュールなどを確認できた。

開催時期未定

施策の方向２　女性の視点を積極的に取り入れた防災対策の推進

10

地域での男女平等の意識づくりを進めるため、
男女平等に関する学習・講座の開催を希望す
る地域団体に対し、講座の企画内容をアドバイ
スし、開催・運営を支援します。

人権推進課
地域団体向け講座開
催支援

5
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14
審議会等への女性の
積極的な登用

区の審議会・委員会等への女性の登用につい
て、所管する各課において積極的に取り組み、
女性の参画比率を高めていきます。

関係各課

令和５年３月31日現在
①審議会数50、女性のいる審議会数46
　　参画率92.0％（前年比▲1.9％）
②委員総数941名、女性委員数283名
　　参画率30.1％（前年比＋1.1％）

　団体推薦の委員については、各団
体に女性参画についての取組みを理
解してもらい、女性委員の推薦を促
す。
　団体に、女性の役員への登用と委
員に役員以外の者の推薦を呼び掛
ける。

15

「審議会等への女性
の参画促進に関する
指針」の活用による
女性の登用促進

政策・方針決定過程への女性の参画を進める
ための指針を活用し、審議会等委員の改選時
をとらえ、女性の参画をより積極的に働きかけ
ます。

人権推進課
　「政策･方針決定過程への女性の参画状況調
査」を行う際に、「審議会等への女性参画促進
に関する指針」を配付した。

　「政策・方針決定過程への女性の
参画状況調査」を行う際に、「審議会
等への女性参画促進に関する指針」
を配付する。

16
「政策・方針決定過程
への女性の参画状況
調査」の実施・公表

政策・方針決定過程にかかる審議会等委員に
ついて、女性委員の参画率を調査し、その結
果を公表します。

人権推進課

　令和３年度末時点の女性の参画率につい
て、令和４年４月に全課あてに調査を実施。
　その結果を葛飾区男女平等推進審議会及び
庁内組織である男女平等推進本部会に報告す
るとともに令和４年10月に区ホームページで公
表した。

　令和４年４月に全課あてに調査を実
施し、その結果を葛飾区男女平等推
進審議会及び庁内組織である男女平
等推進本部会に報告するとともに、
令和４年８月に区ホームページで公
表する予定。

17

葛飾区女性職員活躍
推進計画 第二期（特
定事業主行動計画）
に基づく女性職員の
職業生活における活
躍の推進

女性職員の意欲向上や計画的な育成、キャリ
ア形成支援等の取組みを行います。

人事課

　「葛飾区職員 活きいきワークライフ推進計
画」（第四期 葛飾区職員次世代育成支援計
画）を策定し、係長級以上の職員に占める女性
職員の割合を40%以上にすることを目標に掲げ
ている。
　そのため、本計画の内容を庁内外に周知す
るとともに、各種研修の実施により、職員の意
識向上を図った。

　係長級以上の職員に占める女性職員の割合
は年々増加傾向にあり、計画の目標数値まで
あと一歩のところまできている。
　今後も目標数値達成のため、引き続き職員
の意識向上のための取組を進める。

　「葛飾区職員　活きいきワークライフ
推進計画」に基づき、以下の項目を
実施する予定。
　ロールモデルを選任・育成し、それ
らの職員による昇任意欲向上のため
の研修を実施

施策の方向３　政策・方針決定過程への女性参画の拡大

　改選に伴う審議会への女性委員の増減など
があり、女性の委員参画率は増加したものの、
目標を達成することができなかった。
　第６次計画では参画比率を40％としているた
め、庁内に働きかけ、取組を進めていく。
　今年度の調査結果（令和５年３月31日現在）
は令和５年８月を目途に公表予定。
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18
ワーク・ライフ・バラン
スに関する普及・啓
発

ワーク・ライフ・バランスへの理解と普及を図る
ため、イベントにおける普及活動等を行いま
す。

人権推進課

第38回葛飾区産業フェア出展
【日時】
令和４年10月21日（金）午前10時～午後４時
令和４年10月22日（土）午前10時～午後４時
令和４年10月23日（日）午前10時～午後４時
【展示】
・男女平等推進センター事業内容パネル
【配布】
・各種啓発資料、グッズ
・講座チラシ
・各種リーフレット、パンフレット
※「ワークライフバランス啓発メモ帳（一筆箋）
をパネルアンケート参加者に景品として進呈
※「かつしかワーク・ライフ・バランス読本」を改
訂
【来訪者数】
延べ1,871名

　来場者数の多い産業フェアに出展したこと
で、ウィメンズパルを利用したことがない方にも
広く啓発物を渡すことができた。
　密にならぬように従来の紙に書くアンケート
調査は行わず、、「あなたの『ワーク・ライフ・バ
ランス』についてお聞かせください」というパネ
ルにシールを貼ってもらう形式はなかなか好評
であった。
　ワーク・ライフ・バランスを啓蒙するため工業・
商業・観光展を希望しているが、ここ数年農業・
伝統産業展への出展に振り分けられてしまっ
ているので、業・商業・観光展へ出展を調整し
ていく。

令和５年10月出展予定

【テーマ】
これから親になるカップルのための「父親学
級」
【日時】
令和４年７月17日（日）午前10時～正午
【講師】
ＮＰＯ法人tadaima！　代表理事　三木智有
【参加者数】
19名

満足度100％
　現実を見据えたお話しには大変説得力があ
り、アンケートには「気づくきっかけになった」と
いう記載が多くあり普段感じていることをきちん
と言語化することで夫婦間のちょっとしたイライ
ラが解消できることを確認できたのだと感じまし
た。
　「育休をとれないのではと考えていたが、とる
方向で会社を話し合いたいと思える講座でし
た。」という記述は大きな成果だった。

令和５年７月８日（土）

【テーマ】
やりたいこともあきらめない！働き盛り世代の
ダブルケア～介護×仕事×子育てへの備え～
【日時】
令和４年７月９日（土）午後２時～４時
【講師】
室津　瞳さん（NPO法人こだまの集い代表理
事）
【参加者数】
11名

満足度73％
　カードを使ったワークもあり、アンケートにも
「育児や介護についてのグループワークで他
人の価値観にふれることで、自分自身の育児
介護に対する大切にしたいことに気づくことが
できました。」という声もあった。
　一方で「もっと講師の方の経験談をお聞きし
たかったです。」という声もあった。

令和５年７月か令和６年１月開催予定

人権推進課
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、その
意義やライフスタイルに応じた多様な働き方に
関する講座・講演会を開催します。

19

目標２　自分自身を大切にし、希望するライフスタイルを選択できるよう支援します

課題１　ワーク・ライフ・バランスの推進（仕事と生活の調和）

施策の方向１　ワーク・ライフ・バランスの実現

ワーク・ライフ・バラン
スの実現に向けた講

座・講演会

7
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20
ワーク・ライフ・バラン
ス情報誌の発行【新
規】

ワーク・ライフ・バランスの理解促進のために情
報誌を作成しイベント等で配布します。

人権推進課

「Loop（ループ）vol.16」発行
　事業者・個人含めた広く区民向けのワーク・
ライフ・バランス情報誌として発行した。
【内容】
（１）男性の育休取得と家事・育児参加
　　 執筆者： 三木智有氏（NPO法人tadaima!代
　　 表理事）
（２）シニア世代のキャリア開発と戦力化
　　 執筆者：﨑山みゆき氏（株式会社自分楽代
　　 表取締役）
（３）ＷＬＢ取組企業紹介
　　 エヌサポート葛飾（令和３年度ＷＬＢアドバ
　　 イザー派遣先企業）
【発行部数】
4,000部
【配布】
・区内施設
・産業フェア
・パルフェスタ

　ウィメンズパルを中心に、地区センターや図
書館、産業フェアで配布したことや、区ホーム
ページへ掲載したことで多くの区民の方に周知
をすることができた。
　企業だけでなく共働き家庭等様々な立場の
方にワーク・ライフ・バランスについて知るきっ
かけを提供することができた。

「Loop vol.17（ワーク・ライフ・バランス
情報誌）」（令和５年10月発行予定）
【発行部数】
4,000部予定
　区内施設で配布するほか、産業フェ
ア、パルフェスタで配布予定。

21

葛飾区職員次世代育
成支援計画 第四期
（特定事業主行動計
画）に基づくワーク・ラ
イフ・バランスの推進

長時間労働の見直しや柔軟な働き方の整備を
行い、職員のワーク・ライフ・バランス実現を図
ります。

人事課

　「葛飾区職員 活きいきワークライフ推進計
画」（第四期 葛飾区職員次世代育成支援計
画）において、職員一人当たりの平均超過勤務
実績を前年度以下にするなどを目標に掲げて
いる。
　そのための取組みとして、毎月のノー残業
デーや超過勤務命令の上限時間の周知を行っ
た。
また、積極的なテレワークの活用により、柔軟
な働き方を推進した。

　新型コロナウイルス感染症対策等の業務増
加により、職員一人あたりの超過勤務時間数
は増加傾向にある。
　令和５年度に向けては、時差出勤やテレワー
ク等の活用等により、少しでも超過勤務時間数
の縮減に努めていく。

　「葛飾区職員　活きいきワークライフ
推進計画」に基づき、以下の項目を
実施する予定。
・研修の実施
・超過勤務縮減促進の周知
・時差出勤やテレワーク等の活用
・ワークライフバランスの達成状況に
関する情報発信

22
職員一人一人が活躍
できる職場環境づくり

職員一人一人が仕事の進め方や内容を見直
すことで、ワーク・ライフ・バランスのとれた働き
方を実現するとともに、誰もが活きいきと活躍
できる職場づくりを推進します。

人材育成課
　チャレンジ研修「誰もが活躍できる働き方」
令和４年11月24日（木）午前９時から午後５時
まで

　職員一人一人がやりがいや充実感を感じて
仕事に取組み、職場において活躍していること
を実感することができる職場づくりを図った。

　チャレンジ研修「誰もが活躍できる
働き方」を、引き続き実施予定。
　令和５年11月20日（月）午前９時か
ら午後５時まで

23
保育園等の多様な保
育サービスの充実

地域の保育需要を見据えて需給バランスの維
持を図り、年間を通して利用しやすい保育環境
の充実を実現するとともに、延長保育や休日保
育、病児・病後児保育等の実施により多様な保
育サービスに対応し、仕事と子育てを安心して
両立できる環境を構築します。

育成課
子育て支援課
保育課

　令和３年４月に引き続き、令和４年４月も待機
児童ゼロを達成し、年間を通して利用しやすい
保育環境の充実を実現した。
　また、既存施設の認定こども園化や老朽化し
た公立保育園の民設民営化を進め、保護者の
多様なニーズに対応した。

（１）既存施設の認定こども園化
①幼保連携型認定こども園そあ（そあ保育園
の幼保連携型認定こども園化）
②幼保連携型認定こども園めいしょう幼稚園
（明昭幼稚園の幼保連携型認定こども園化）

（２）公立保育園の民設民営化
西亀有三丁目保育園（葛飾区西亀有保育園の
民設民営化）
新規事業：０歳児保育、子育てひろば、一時保
育

（３）多様な保育サービス
①延長保育　　認可保育所（公・私立）と小規模
保育事業所合わせて８割以上の施設で実施
②休日保育　　６施設
③病児・病後児保育　11施設

令和６年４月開設予定
（１）既存施設の認定こども園化
（仮称）青戸三丁目認定こども園（青
戸福祉保育園の幼保連携型認定こ
ども園化）

　多様な保育サービスについても引
き続き実施。

施策の方向２　仕事と子育て・介護等との両立支援
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

24
放課後児童健全育成
事業（学童保育クラブ
事業）

放課後帰宅しても保護者の就労等の理由で監
護が必要な小学生に遊び及び生活の場を与
え、指導・健全育成を図ります。私立学童保育
クラブに対しては、運営経費の一部を助成しま
す。また、小学校内を中心に学童保育クラブの
設置を推進します。

子育て政策課
放課後支援課

　令和４年４月開設・移転拡大
　・飯塚（第一・第二・第三）学童保育クラブ
　・清和小学童保育クラブ
　・つばさ学童保育クラブ

　令和４年度私立学童保育クラブ事業費助成
助成額（予算）　1,229,630,097円（延べ71クラ
ブ）

○公立学童保育クラブ数　21
○私立学童保育クラブ数　71（前年度比＋３）

○入会児童総数（令和４年４月１日現在）
　　4,884名（前年度比＋85）

　学校改築時に合わせ整備してきたが、敷地、
空き教室等の事情により整備が困難な学校が
ある。
　今後は学校敷地内にこだわらず、児童数増
加や学級数の増減等、変動する地域の実情に
応じ、弾力的な手段を講じながら、整備を検討
していく必要がある。

　令和５年４月開設
　葛飾学園西小菅小学童保育クラブ
　れいめい白鳥学童保育クラブ

　令和５年度私立学童保育クラブ事
業費助成
　助成額（予算）1,265,085,150円（延
べ73クラブ）

25
ファミリー・サポート・
センター事業

サポート会員（子育てを支援する人）がファミ
リー会員（子育て支援を必要とする人）に対し
て、保育園の送迎や帰宅後の援助等、必要な
サービスを提供します。会員登録制・住民参加
型の有償サービスです。

子育て応援課

【活動回数】
3,658回
【活動時間数】
5,081.5時間
【ファミリー会員】
1,410名
【サポート会員】
140名
【両方会員】
６名
（３月末現在）

　新型コロナウイルス感染症微減傾向の中で、
活動回数、活動時間ともに増加した。
　サービスが必要な方には、サポート会員の理
解のもと必要なサービスを提供することができ
た。
　システムの導入により、障害のあるお子さん
のサポート件数が大きな割合をしめていること
が分かった。
　サポート会員の負担に配慮しつつ対応してい
くことが必要である。ファミリー会員の要望も多
様化・複雑化しており対応が難しい場面も多く
なっている。

【活動回数】
4,000回
【活動時間数】
6,000時間
【ファミリー会員】
1,550名
【サポート会員】
200名
【両方会員】
30名

26
ショートステイ・トワイ
ライトステイ事業

保護者の病気・出産・出張・育児不安などの理
由で育児が困難なとき、保護者の子育てを支
援するとともに児童の健全な育成及び資質の
向上を図るため、一時的に夜間保育や短期宿
泊保育事業を行います。

子ども家庭支援課

　保護者による子育てと就労の両立を支援す
るとともに児童の健全な育成及び資質の向上
を図るため、夜間保育や短期宿泊保育事業を
行った。
　年間利用人数
　夜間保育（トワイライトステイ）　 202名
　短期宿泊保育（ショートステイ）　490名

　ショートステイは、育児不安や負担感を理由
にした利用が多い。
　近隣に子育てを頼める親族がいない家族を
サポートするとともに、児童虐待を防ぐ役割の
一つになっている。
　利用率が高く、新たな受入先の開拓が課題。

引き続き、事業を実施していく。

27
ひとり親家庭等ホー
ムヘルパー派遣事業

ひとり親家庭等で日常生活において家事また
は育児等に支障を生じている場合に一定期間
ホームヘルパーを派遣します。

福祉管理課
（社会福祉協議会）

【派遣時間数】
268時間
【派遣回数】
111回
（３月末現在）

　年度当初、利用世帯数が減少。その後年度
後半で３世帯が新たに登録したが、不定期利
用の方もおり、全体の派遣数・時間数は減少し
た。
　引き続き、登録世帯数増を目指し、周知方法
を工夫してサービスを必要とされる方々に情報
が届くよう効果的なＰＲを行っていく。
　また、事業者数増にも力を入れていく。

【派遣時間数】
582時間
【派遣回数】
220回

28
重症心身障害児（者）
等在宅レスパイト事
業

区と委託契約した訪問看護ステーション等の看
護師が、区から利用決定を受けた対象者の自
宅に出向き、介護者である家族が行っている
医療的ケア等を一定時間代替します。

障害福祉課 延べ実施回数42回

　本事業を利用することで、重症心身障害児
（者）等を介護する父親や母親が、一時的に介
護から離れることができ負担軽減を図ることが
できた。
　今後も継続して必要な方への利用を促進す
る必要がある。

現時点では、令和４年度と同じ

29
しあわせサービス事
業

65歳以上の高齢者やひとり親家庭の児童等を
対象に、区民の参加と協力を得て、有料で家
事援助や簡単な介助サービスを提供する支え
合いの事業を行います。

福祉管理課
（社会福祉協議会）

【利用時間数】
6,616時間
【利用回数】
4,555回
【利用会員】
209名
【協力会員】
142名

　令和４年度は、コロナの影響をまだ受けてい
るのか、利用の相談も少ないように感じた。利
用会員は減、協力会員は年度後半に登録が多
かったがほぼ横ばい。
　協力会員の登録はしたものの、活動できる条
件が限られている方も多く、その中でも活動で
きるようつなげていく。利用会員へは、他サー
ビスの利用も含めサポートができるように対応
していく。

【利用時間数】
9,000時間
【利用回数】
6,000件
【利用会員】
300名
【協力会員】
200名
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

30
在宅高齢者福祉サー
ビス

在宅での自立生活を維持するために、住宅改
修や食事の配達などのサービス・支援を提供
し、安心できる在宅生活の継続を図ります。

高齢者支援課

(1) 自立支援住宅改修費助成  220人(３月末)
(2) 住宅設備改修費助成　　　   98人（３月末）
(3) おむつ支給・使用料助成　2,191人
(4) 出張理美容サービス　　　 2,818回
(5) 配食サービス　　　　　　 591,508食

　(3)(4)(5)については、制度が介護事業所や区
民に周知され、実績が伸びてきている。

(1) 自立支援住宅改修費助成　252人
(2) 住宅設備改修費助成　　　　158人
(3) おむつ支給・使用料助成  2,350人
(4) 出張理美容サービス 　  　2,976回
(5) 配食サービス　　　　   　640,000食

(4)(5)は、入
所等により
停止中の方
も多いため、
回数・食数
に変更

31

葛飾区職員次世代育
成支援計画 第四期
（特定事業主行動計
画）に基づく仕事と子
育て・介護等との両
立のための環境整備

子育て支援制度等の認知度を高めるための取
組みや子育て支援制度等を利用しやすい職場
環境の整備を行います。

人事課

　「誰もが活躍できる働き方研修」における人
事課職員による制度説明や、「いきいき子育て
ヘルプデスク」による個別相談対応などの取り
組みを行った。
　また、育児休業の所得回数制限の緩和や、
会計年度任用職員等の出産支援休暇及び育
児参加休暇の新設を行った。

　取得対象者の子育て支援制度の認知度は高
まってきており、女性職員はもとより、男性職員
の子育て支援制度の利用率についても向上し
てきている。
　しかし、取得対象者以外の職員への周知が
不足しているため、本人が希望する形で制度
を利用するには課題がある状況である。
　引き続き子育て支援制度の周知を全職員に
図るとともに、あらゆる職場において子育て支
援制度を利用しやすくなるよう、環境整備に取
り組む。

「葛飾区職員　活きいきワークライフ
推進計画」に基づき、以下の項目を
実施する予定。
・研修での制度説明
・相談窓口での個別相談対応

32
ワーク・ライフ・バラン
ス支援アドバイザー
派遣事業

区内中小企業を対象にアドバイザー（社会保
険労務士）を派遣し、ワーク・ライフ・バランスの
啓発及び育児・介護休業法に則った就業規則
の整備を支援します。

人権推進課

　区内中小企業のうち、改正育児介護休業法
に則った就業規則が未整備の企業を対象に、
アドバイザー（社会保険労務士）を派遣し、啓
発及び規則整備支援を行う。
　社員が生活と両立しながら長く働ける環境を
整えることを目的として実施した。
【募集期間】
令和４年４月１日（金）～12月９日（金）
【実施件数】
６件

　育児・介護休業規定に関する情報提供を行う
とともに、会社の方針を考慮しながら育児・介
護休業法に関する就業規則を作成することが
できた。
　また、働き方改革の意義を説明したことで、
ワーク・ライフ・バランスの推進の重要性を理解
してもらうことができた。
　育児・介護休業法の段階的な改正もあり、令
和３年度までと比較し、令和４年度は実施件数
が増加した。
　引き続き、東京都社会保険労務士会葛飾支
部と協力して取り組むとともに、葛飾法人会や
東京商工会議所葛飾支部を通して事業の周知
を図る。

応募期間：令和5年４月１日（月）
　　　　　　 　　　　～12月8日（金）

33 企業向けセミナー
ワーク・ライフ・バランスの推進や育児・介護休
業制度の定着を図るため、区内の企業向けに
セミナーを開催します。

人権推進課

【テーマ】
「改正育児・介護休業法で待ったなし！中小企
業の男性育休実現セミナー」
【日時】
令和４年10月20日（木）13:30～15:30
【講師】
宮木 公平 氏 （中小企業診断士・社会保険労
務士Office Miya-line代表）
【参加者数】
４名

満足度100％（とてもよかった、よかったに○を
つけた人の割合）
　取組企業事例など、企業にとって参考になる
情報が豊富に紹介された。
　受講者に対し、随時質問を投げかけ反応を
求める参加型の講義であった。

　受講申し込みが伸び悩んだ。東京商工会議
所でもより積極的にセミナーの周知活動を行っ
てもらうために、訪問して詳細について説明す
るなどさらなる働きかけが必要である。

令和５年12月頃開催予定

施策の方向３　企業の労働環境改善に向けた支援
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

34
女性のための再就職
講座

出産・育児・介護等で離職した女性が再就職す
るために必要な情報をさまざまな角度から提供
し、再就職に役立つ講座を開催します。

人権推進課

【テーマ】
女性再就職準備セミナー＋個別相談会inかつ
しか
「ありたい自分の未来を考えよう～しあわせな
子育てと仕事の両立～」
【日時】令和４年９月27日（火）
セミナー：午前10時～正午
個別相談会：午後０時15分～1時45分
【講師】
蒲生智会さん（マザーズコーチングスクール認
定講師）
【参加者数】
セミナー：７名
個別相談会：１名

　再就職にあたっての心構えや「就業への一
歩」を踏み出すためのノウハウ等を学び、働く
ことへの意欲喚起を図ることを目的として実
施。
受講者満足度100％
　講師の専門分野であるコーチングを軸にコ
ミュニケーションの傾向などの自己理解のワー
クを通じて、再び社会で働くイメージ作りや、面
接を想定した自分の強みの伝え方などを学ん
だ。
　アンケートには「前向きな気持ちになれるセミ
ナーであった」との感想があった。

開催予定

35
キャリアアップ支援講
座（勤労者資格取得
等講座事業）

女性の社会進出やキャリア向上を目的に、国
家資格・民間資格取得のための講座を開催し
ます。

産業経済課

　「簿記初級講座」、「簿記３級講座」、「簿記３
級受験対策講座」、「簿記２級受験対策講座」、
「宅建士講座」、「医療事務講座」、「介護事務
講座」、「調剤事務講座」、「FP技能士検定３級
講座」等のキャリアアップ支援講座を26講座
（延べ145コマ）開催した。

＜成果＞
　356名の受講者を集め、うち女性参加者は
279名（比率78.3％）を数えた。特に「医療事務
講座」、「調剤事務講座」等の医療系講座では
女性受講者が100％であった。
　今年度から「FP技能検定3級」講座(20時間)
を開催し、20名の受講者を集めた。
　そのうち女性参加者は14名（70％）であった。
また「FPを目指す分野別講座」を2回開催し、参
加者50名でうち女性参加者は40名(80%)であっ
た。
＜今後の課題＞
　「FPを目指す分野別講座」では2回の開催ど
ちらも満席になり申込をお断りした状況であっ
た。
　令和５年度は開催数を多くするなどで、多くの
方々に参加して頂くように調整する必要があ
る。

　女性受講者比率の高い講座につい
ては今後も継続する。

施策の方向４　女性の職業生活継続のための支援
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

37

葛飾区職員次世代育
成支援計画 第四期
（特定事業主行動計
画）に基づく男性職員
の家庭生活への参画
促進

男性職員の育児休業等の取得促進を図りま
す。

人事課

　「葛飾区職員 活きいきワークライフ推進計
画」（第四期 葛飾区職員次世代育成支援計
画）の内容を庁内外に周知するとともに、「誰も
が活躍できる働き方研修」において、子育て支
援制度の周知と利用促進に努めた。
　また、葛飾区職員採用案内パンフレットに男
性職員による育児休業の体験談を掲載し、子
育て等に関心を持つ就職希望者へのアピール
に取り組んだ。

　男性職員の育児休業取得率は、直近数年間
の結果を見ると20～30％の比較的安定した取
得水準にあり、令和３年度には40％を超えた。
　また、部分休業などの子育て支援制度を利
用して働く男性職員も引き続き増加傾向にあ
り、仕事と子育てを両立できる環境が整ってき
ている。
　今後も、どのような部署においても育児休業
等の制度を取得しやすい職場環境を整備する
とともに、当事者だけではなく全職員に対して
制度の周知等に取り組んでいく。

　「葛飾区職員　活きいきワークライフ
推進計画」に基づき、以下の項目を
実施する予定。
・育児休業を取得した職員による体
験談周知
・男性職員に対する子育て支援制度
等の説明
・葛飾区職員採用案内への育児休業
を取得した男性職員の掲載
・育児休業を取得する職員の代替職
員確保策の検討
・育児休業取得者の円滑な職場復帰
のための支援

＜創業支援＞
女性限定の創業塾を継続する。
＜就業支援＞
令和４年度と同様の事業を実施す
る。
＜今後の課題＞
各講座を継続する。

36
女性の就業・創業支
援事業

就業・創業を目指す区民を対象にセミナー等を
実施します(女性限定セミナー含む）。

産業経済課

＜創業支援（区主催）＞
（１）創業塾　７期（１期全５回）
【参加者数】
174名　うち女性参加者86名(49.4％)
＜相談体制＞
女性中小企業診断士による経営相談
毎週金曜日午前10時～午後５時
＜創業支援（指定管理者主催）＞
（１）女性起業家プチ起業セミナー　12回（59
名）
（２）女性限定の起業スタートアップセミナー
全４回（３名）
（３）創業塾　１期（全５回）（21名、女性参加者9
名）
（４）女性向けビジネスセミナー　２回実施（17
名）
（５）ビジネスセミナー　１回実施（５名、女性参
加者５名）
＜就業支援＞
（１）女性向け就職支援セミナー　 ３回
【参加者数】
36名
（２）一般向け就職支援セミナー　12回
【参加者数】
164名のうち女性参加者109名（66.5％）
（３）若年者向け就職支援セミナー　３回
【参加者数】
18名のうち女性参加者７名（38.9％）
（４）地域人材確保総合支援事業
　　 ５日間のセミナーと面接会　５回(内１回は
女性限定)
【参加者数】
57名のうち女性参加者41名(71.9％）
（５）再就職を目指す女性のための職業訓練
　　　(東京都と共催)５日間の職業訓練　４回
【参加者数】
40名
＜就職支援＞
就職支援ためのパソコン講習会　68講座

＜創業支援＞
　子育て世代の女性が創業塾に参加しやすく
するために、これまで女性限定の創業塾及び
託児サービスを導入してきた。
　令和４年度は、託児サービスと女性限定の創
業塾を実施できたため、託児サービスを行えな
かった令和３年度に比べ、女性の参加率は上
昇した。
＜創業支援＞
　女性起業家プチ起業セミナーでは延べ59名
（起業家：10名　起業準備者：36名　その他：13
名）であった。
　女性限定の起業スタートアップセミナー全４
回の参加者は３名。
　創業塾では「女性：９名（43％）、男性：12名」
であった。
　ビジネスセミナー女性参加者は延べ22名で
あった。
＜就業支援＞
　女性向け就職支援セミナーの回数を昨年度
の３回から３回に増加して実施した。一般、若
年者向けについてもPRやセミナー内容の充実
度を拡大し、より多くの方に参加いただけるよう
取り組んでいく。
＜就職支援＞
　パソコン講習会（就職支援コース）では341名
の受講者があり、うち女性は270名（79.1％）で
あった。
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

【テーマ】
西井開　男の居場所づくりワークショップ
【日時】
令和４年11月20日（日）午後2時～4時
【講師】
Re-Design for Men 代表　西井開さん
【参加者数】
６名

満足度…100％
　語り合いグループの始め方、会場の確保や
参加者の集め方、男性が語り合うための切り
口などを学び、ワークショップでは・テーマを決
め語り合いを体験。初めての試みだったが、成
果のある講座となった。

開催予定

【テーマ】
「パパといっしょに絵本ライブ～家族みんなで
ニコニコしよう！」
【日時】
令和４年９月11日(日）午前10時～正午
【講師】
パパ's絵本プロジェクト安藤哲也さん、西村直
人さん、田中尚人さん
【参加者数】
10組30名

　絵本の読み聞かせ、歌や音楽といった日頃
子どもと一緒に楽しめることを体験し、父親の
育児参加のきっかけをつくることを目的として
実施。
満足度100％
　父親である講師の子育て経験を織り交ぜた
トークが好評であった。リピーターがつく人気講
座となっており、アンケートに「次回も参加した
いと思う」との意見が寄せられた。

開催予定

39
ゆりかご面接（ゆりか
ご葛飾）
【新規】

安心して出産を迎えられるよう実施するゆりか
ご面接において、父親・パートナー向けの情報
提供を行います。

青戸・金町保健
センター
子育て政策課

【実施】
保健センター（４）・子ども未来プラザ（２）・基幹
型児童館(５)
【配布】
ゆりかごプラン・「これからパパになるあなた
へ」・「育児休業制度について」その他
【実施件数】
2,957人

　テレワーク中の方も多かったことで、夫婦そ
ろっての面接が多くみられた。そのため、妊娠
中の生活から出産後の生活の具体的なイメー
ジを資料を使って伝えることができた。

継続実施

40
ハローベビー教室・
パパママ学級

男性の家庭生活参画を支援するため、妊娠中
のパートナーと一緒に参加するハローベビー
教室・パパママ学級を開催します。講座の参加
などをきっかけとした男性同士のネットワーク
づくりを支援します。

子ども家庭支援課
ハローベビー教室　 17回660人（父親188人）
平日パパママ学級　17回332人（父親157人）
休日パパママ学級  36回872人（父親436人）

　感染予防に留意した。休日パパママ学級の
参加希望者が多い。定員に対する申込み希望
者が多いため、令和５年度に向けて回数を増
やして実施する。

　休日の参加希望者が多いため、令
和５年度より回数を増やして実施す
る。
ハローベビー教室年間17回
平日パパママ学級年間17回
休日パパママ学級年間40回

41
育児学級（2か月児・
5か月児）

２か月児及び５か月児を持つ保護者が、月齢
別の保育や離乳食等の学習を行い、安心して
子育てができるようグループワークを通して仲
間作りを行います。

青戸・金町保健
センター
子ども家庭支援課

２か月児の会：74回（743人）
５か月児の会：63回（620人）

　感染予防に留意しながら、月齢別の保育や
離乳食等の育児情報を提供するとともに参加
者同士の交流を実施した。

　引き続き、予約制で感染予防に留
意しながら、実施する。希望があれば
父親の参加も受け入れ、育児参加を
促していく。

人権推進課
男性の家事・育児・介護への参画が進むよう、
意識啓発に関する事業や情報提供を行いま
す。

男性向けの家事や子
育て等に関する講座

38

課題2　男性の家庭生活への意識啓発と参画支援

施策の方向　男性の家事や子育てへの参加促進
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

42 健康づくり健康診査

ほかに健診を受ける機会のない、20歳から39
歳の方または3歳未満の子どもを持つ親を対
象に、区内指定医療機関において無料で健康
診査を実施します。

健康づくり課

　20歳代・30歳代健康診査は、令和２年度に子
育てママの健康チェックと事業統合・再構築し、
健康づくり健康診査となった。健康づくり健康
診査の実施内容は以下のとおり。
実施期間：４月から３月（通年）
申込者数：2,154名
受診者数：1,486名（３月末現在）

　新型コロナウイルス感染症が落ち着き始め、
受診者が増加することが考えられる。より効果
的な周知方法により、受診者数の増加を目指
す必要がある。

実施期間：通年
受診勧奨者数：11,400名
申込者数：3,700名
受診者数：4,800名

43 特定健康診査

生活習慣病の発症や重症化を予防するため、
４０歳から７４歳までの葛飾区国民健康保険の
被保険者を対象に、区内指定医療機関におい
て無料で健康診査を実施します。

国保年金課

受診期間：令和４年６月１日～令和４年11月30
               日
対象者数　68,943名
受診者数　30,619名
受診率　　    44.4％
（令和５年３月現在の実績値）

　受診率44.4％は、前年３月比で1.8％の下降
である。令和４年度の受診率は、コロナ前の受
診勧奨事業を実施したものの、コロナ前の水準
には戻っていない。
　引き続き葛飾区医師会と協議していくととも
に、新型コロナウイルス感染症の感染状況を
見定めながら、受診率向上に向けた方策を検
討していく。

受診期間：令和５年６月１日～令和５
                年10月31日
対象者数　68,000名
受診者数　35,360名

（令和５年度予算要求時見込み数）

44 基本健康診査

制度上、特定健康診査・長寿医療健康診査を
受診できない生活保護受給者等を対象に、区
内指定医療機関において無料で健康診査を実
施します。

健康づくり課

実施期間：６月から11月
対象者（発送）数：3,035名
受診者数： 2,316名

　令和３年１月から「被保護者健康管理支援事
業」が開始されたが、受診率に大きな変化はな
し。
　西生活課、東生活課及び葛飾区医師会と緊
密に連携を図り、生活保護受給者、中国残留
邦人等支援給付者へ葛飾区基本健康診査を
周知するとともに受診勧奨を行う。

対象者（発送）数： 3,070名
受診者数：2,360名

45
成人歯科健康診査
【新規】

40・45・50・55・60・65・70歳の区民を対象に区
内指定歯科医療機関において無料で歯科健
康診査を実施します。

健康づくり課

歯科医師会委託(指定歯科医療機関)
実施時期：６月から９月
対象者：40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、
70歳(令和５年３月31日時点)
対象者数：43,478人
受診者数：5,619人

　今年度から歯科健診の結果「要精密検査」者
に対し、受療勧奨及び受療行動調査を実施し
た。
　受診者5,619人中、3,838人の要精密検査者
へ受療勧奨し、698人の回答を得た。
　回答率を上げられるよう検討が必要である。

対象者に30歳、35歳を追加
対象者数：55,600人
受診者数：8,340人

46
長寿医療健康診査
【新規】

高齢者の心身の特性に応じた健康の保持増進
のため、後期高齢者医療制度の被保険者を対
象に、区内指定医療機関において無料で健康
診査を実施します。

国保年金課

受診期間：令和４年７月１日～令和４年11月30
日
対象者数　61,916名
受診者数　33,942名
受診率　　    54.8％
（完了報告書の実績値）

　受診率54.8％は、前年３月比で8.6％の上昇
である。令和４年の受診率は、コロナ前の受診
勧奨事業を実施したものの、コロナ前の水準に
は戻っていない。
　引き続き葛飾区医師会と協議していくととも
に、新型コロナウイルス感染症の感染状況を
見定めながら、受診率向上に向けた方策を検
討していく。

受診期間：令和５年７月１日～令和５
                年10月31日
対象者数　63,000名
受診者数　42,210名

（令和５年度予算要求時見込み数）

47
長寿歯科健康診査
【新規】

76歳、81歳の区民を対象に区内指定歯科医療
機関において無料で歯科健康診査（口腔内診
査及び口腔機能診査）を実施します。また、口
腔機能の維持向上のためのフォロー教室を健
康プラザ等において無料で実施します。

健康づくり課

歯科医師会委託(指定歯科医療機関)
実施時期：10月、11月
対象者：76歳、81歳(令和５年３月31日時点)
対象者数：9,335人
受診者数：1,621人

　受診率は減少傾向にある。
　対象者には受診券を直接送付していることか
ら、受診忘れなどのないよう広報等で広く受診
を勧奨していく。
　またフォロー教室においてはコロナ禍のため
公募は控えていた。実施方法も含め検討が必
要である。

対象者数：10,850人
受診者数：2,000人

48 妊婦健康診査

安全な出産ができるよう、妊娠中の健康管理と
して、妊婦健康診査１４回、子宮頸がん検診、
超音波検査について、費用の一部を助成しま
す。

子ども家庭支援課
母子健康手帳交付数2,988件（３月末現在）
里帰り出産等妊婦健康診査費用助成申請者
515件（うち助産所10件）（３月末現在）

   妊娠届出書提出時に、妊婦健康診査14回超
音波検査２回、子宮頸がん検診費用の一部を
助成する受診票を交付、多胎妊婦に対しては
妊婦健康診査費用の助成回数を５回増とし
た。
　また、都外の医療機関等で受診された方に
は里帰り出産等妊婦健康診査費用助成を行っ
ている。

   令和５年４月１日以降の母子健康
手帳交付から超音波検査を４回に増
やして実施する。

課題３　生涯を通じた健康支援

施策の方向１　ライフステージに応じた健康づくりの推進

14



事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

49 妊婦歯科健康診査
妊婦を対象に区内指定歯科医療機関において
無料で歯科健康診査を実施します。

健康づくり課

歯科医師会委託(指定歯科医療機関)
実施時期：通年
対象者：妊婦(受診券は母子保健バックで配布)
対象者数：2,953人
受診者数：1,084人

　受診率は増加している。
　更なる受診率の向上を図るとともに、健診受
診後の受療行動につながるような歯科保健情
報の発信も必要となってくる。

対象者数：3,800人
受診者数：1,140人

50
産後ケア（ゆりかご葛
飾）【新規】

安心して子育てができるよう、産後ケア（産婦
健康診査・宿泊ケア・乳房ケア・デイケア）につ
いて、費用の一部を助成します。

青戸・金町保健
センター
子ども家庭支援課

【申請時面接】
2,504人[参考：令和３年度1,873人]
【産婦健康診査】
1,778人
【宿泊ケア】
258人
【乳房ケア】
1,432人
【産後デイケア】
399組の母子

　令和３年度10月から産婦健康診査が始まり、
申請数が増加している。産後ケアを実施するこ
とで産後の健康管理と育児不安の軽減を図る
ことができたと思われる。
　産後ケアについてのアンケートを実施し、現
在の体制の改善が必要か確認の上、より区民
に利用しやすい事業に改善していくことが課題
と思われる。

継続実施

51
親と子のこころの相
談室

産後に発症しやすい「産後うつ」の早期発見及
び発症予防のため、精神科医等の診察やカウ
ンセリングを実施し、親への早期支援を行いま
す。

青戸・金町保健
センター
子ども家庭支援課

エジンバラ産後質問票実施者2,774名
面接者907名（うち要フォロー者672名）
親と子のこころの相談室予約者60名（令和３年
度53名）
来所者53名（令和３年度47名）

　産後うつの早期発見のため、乳児全戸訪問
（こんにちは赤ちゃん訪問事業）等において、エ
ジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）を用いて母
親支援が必要な方を把握し、専門的な相談が
必要な場合に親と子のこころの相談につなげ
る。

　産後うつの早期発見のため、乳児
全戸訪問（こんにちは赤ちゃん訪問
事業）等において、エジンバラ産後う
つ病質問票（EPDS）を用いて母親支
援が必要な方を把握し、専門的な相
談が必要な場合に親と子のこころの
相談につなげる。

52 乳がん検診
40歳以上の女性を対象に、隔年で区内指定医
療機関での視触診と保健所・保健センター等で
のマンモグラフィ検査を併用して実施します。

健康づくり課

受診票発行数　31,885件（再発行を除く）
【受診者数】
視触診　7,142人
マンモグラフィ検査　6,804人

　令和４年度から全対象者の自己負担額を無
料化。受診勧奨として、41～69歳の国民健康
保険加入者と40・50・60歳の前年度未受診者
に受診票を送付した。
　マンモグラフィ検査の委託医療機関は3か所
に留まったが、令和５年度では委託数を増や
す。
　ピンクリボンキャンペーンとして10月の休日に
実施したマンモグラフィ検査は「ジャパンマンモ
グラフィサンデー」と称し、NPO法人J.POSHの
乳がん検診啓発活動に賛同した。
　視触診前にマンモグラフィ検査の予約を取れ
るようにした効果があり、マンモグラフィ検査視
触診のみの受診者は減少した。
　令和５年度では、マンモグラフィ検査のイン
ターネット予約をスタートし、受診率向上を図
る。

受診者数　8,300人
（視触診およびマンモグラフィ検査）

53 子宮頸がん検診
20歳以上の女性を対象に、隔年で区内指定医
療機関で子宮頸がん検診を実施します。

健康づくり課
受診票発行数　65,031件（再発行を除く）
受診者数　10,652名

　１年に１回の検診としていたが、令和４年度か
ら国の指針の隔年実施とした。自己負担額は
全対象者無料化。受診勧奨として、20～39・
40・50・60歳の前年度未受診者に受診票を送
付し若年層の受診率向上を図った。
　若年層への勧奨の効果は見られたが、隔年
受診となったこともあり、全体での受診者数は
前年度と比べて減少した。検診の受診率向上
のため、検討が必要。

受診者数（見込み）　16,400名

54
通所型住民主体サー
ビス運営支援（介護
予防事業）

高齢者の交流の場である「高齢者等サロン」や
介護サービス事業者等が実施する高齢者の介
護予防及び重度化防止のための緩和型デイ
サービス「ミニ・デイサービス」を行う団体に対
し、運営支援を行います。

地域包括ケア担当
課

　地域での介護予防活動がより活発化するよ
う、介護予防の要素を含んだ活動を行う団体
の運営支援を実施した。
・ミニ・デイサービス　17か所
・高齢者等サロン　35か所
　合計　52か所（３月末現在）

　補助対象団体は１か所減少（ミニ・デイサービ
ス）したが、感染対策の緩和などにより参加者
が増加し、区内各地にて団体による介護予防
活動が活発に行われた。

　令和５年度についても既存団体へ
の補助を行うとともに、新規団体から
の補助金の相談があった場合には、
活動内容を精査のうえ、予算の範囲
内において対応する。

15



事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

55
「性と生殖に関する
健康と権利」に関す
る講座

生涯にわたる女性の健康づくりや女性特有の
健康問題、また、生殖に関して女性が主体的
に考え自己決定を行うことなどについての講座
を開催します。

人権推進課

「ママと呼ばれるワタシたち」
【テーマ】
「ワタシの予備学習～子どもに話せる？生と性
のこと」
【日時】
令和４年９月２０日（日）午前10時～12時
【講師】
染矢明日香さん（ＮＰＯ法人ピルコン理事長）
【参加者数】
５名

　台風のため、朝から頻繁に欠席連絡が入り、
出席率は50％となったが、受講者と講師が近
い距離で話ができた。
受講者満足度 80％(４名/５名)

令和５年６月23日（金）

56
エイズ・性感染症対
策の充実

正しい知識の普及啓発によりエイズ・性感染症
予防の充実を図ります。また、若年者の感染拡
大予防のため、エイズ即日検査の実施及び性
感染症予防教育を行います。

保健予防課
　エイズ・梅毒即日検査を毎月１回行う予定
だったが、新型コロナウイルスの影響で、４月・
５月・８月・９月は中止した。

　令和４年度から梅毒検査を即日検査にするこ
とにより、区民の来所回数を減らし、負担を削
減できた。
　課題は、HIV・梅毒の即日検査を通年実施で
きるようにすることである。

１回あたりの検査人数の増加

57

妊娠・出産どうしよう
コール～妊娠・出産
に戸惑いのあるあな
たへ～

妊娠が分かって悩んでいる方、出産後の養育
について心配のある方が匿名で相談できる専
用相談ダイヤルです。専門の職員が一緒に考
え、相談内容に合った支援を行います。

子ども家庭支援課 妊娠・出産どうしようコール件数　24件

　妊娠に対する不安や出産後の養育、経済的
な相談からDVに至るまで相談内容は幅広い。
傾聴や助言のみならず継続支援が必要な場合
には、関係機関と連携して対応した。

　妊娠、出産に関して悩んでいる方が
匿名で相談できるように専用相談ダ
イヤルで相談を受ける体制を継続す
る。

58
特定不妊治療費助成
事業

医療保険が適用されない特定不妊治療（体外
受精及び顕微授精）及び男性不妊治療に係る
費用の一部を助成し、経済的な負担を軽減し
ます。

子ども家庭支援課
申請件数　372件
助成件数　367件（3月末現在）

　令和４年度は医療保険適応開始となったが、
令和３年度の実績と比較すると大きな増減な
し。継続して特定不妊治療にかかる経済的負
担を軽減できた。

　東京都の事業終了後の申請が見込
まれるため令和５年度は継続実施す
る。

59
女性に対する暴力を
なくす運動の推進

「女性に対する暴力をなくす運動」として、講座
の開催をはじめ、パープルリボン・啓発カード
等の配布やパネル展示などの啓発活動を行い
ます。

人権推進課

【テーマ】
「対等な夫婦関係のために～モヤモヤ・ビクビ
クしていませんか？～」
【日時】
令和５年11月15日（火）午後２時～４時
【講師】
千野洋見さん（NPO法人女性ネットSaya-Saya
公認心理師 精神保健福祉士）
【参加者数】
７名

　近年のＤＶ（配偶者暴力）による相談内容で
最も割合が高い精神的ＤＶは、判断しづらいと
いう側面がある。精神的ＤＶもれっきとしたＤＶ
であるとの認識を高め、周囲への相談、支援に
つながることを目的として実施。
受講者満足度85.7％
　アンケートには「『対等とは』ということを改め
て考えるきっかけになりました。一見対等に見
える関係でも、気持ちの中が対等でなければ
対等とはいえないので、これからも本当の対等
を目指そうと思いました。」などの感想があっ
た。

令和５年11月12日～25日実施予定

60 若年層に向けた啓発
若年層を対象として「デートＤＶ（交際相手間の
暴力）」の防止に関する講座を開催するなど、
暴力やハラスメント防止意識を育みます。

人権推進課

【テーマ】
「Ｚ世代恋愛もやもや座談会 それって本当に
HAPPYで対等な関係？」
【日時】
令和５年３月12日（日）午後２時～４時
【講師】
阿部薫さん、向井ゆうこさん（アウェア認定デー
トＤＶ防止プログラム・ファシリテーター）
【参加者数】
期間中視聴者24名

　若年層に興味関心を持ってもらうため、公募
の若者３人に企画段階から参加してもらい
YouTubeによるオンライン配信のトークイベント
形式とした。
　アンケートには「役所の企画とは思えない斬
新なイベントで面白かった、役に立つ大切な話
だった」との感想が得られた。ターゲットである
若年層の受講者を増やすことが課題である。

開催予定

目標３　誰もが安全・安心して暮らせる環境を整備します

課題１　あらゆる暴力の根絶

施策の方向１　配偶者等からの暴力の未然防止と早期発見

施策の方向２　性と生殖に関する啓発・支援
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61

配偶者暴力防止に関
する冊子等の作成・
配布及び相談窓口の
周知

被害者が早期に相談して、さまざまな支援情報
が得られるよう、区の相談窓口周知カードの発
行や冊子等の配布･設置場所の拡充を図りま
す。

人権推進課

　ＤＶの相談窓口やＤＶの基礎情報等を記載し
たメモ帳を発行・配布した。表紙は、年齢や性
別に関わらず広い層に抵抗なく手に取ってもら
えるようなタイトル・デザインにし、1,000部発
行。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間中のイ
ベントにて、アンケートを実施し、回答者にメモ
帳を配布した。広い層に来館していただくこと
が課題。

DV防止周知のためのクリアファイル
を作成。

62
子どもとその家庭に
関するさまざまな相
談

「子どもとの接し方がわからない」「子どもの愛
し方がわからない」などの悩みを持つ親に対す
る相談支援を通して、児童虐待を予防します。

子ども家庭支援課

　月～土曜日の午前８時30分～午後５時の
間、電話で相談を受け付ける。
　令和４年度は、関係機関、保護者からの相談
を、約2,600件受けた。
　また、相談の内容によっては、家庭訪問によ
る面接などを実施し、相談者のニーズに沿った
支援につなげている。

　相談の多くは、保護者の障害や病気等により
養育環境に問題のある世帯に関する相談であ
る。
　虐待に関する相談は、令和４年度は、約６８０
件となっている。

　区立児童相談所が開設予定であ
り、児童虐待相談を中心に、関係機
関との連携をさらに強化し、引き続き
対応していく。

63
要保護児童対策地域
協議会

要保護児童、要支援児童の早期発見・適切な
保護のため、関係機関で情報の共有等を行
い、配偶者暴力等の早期発見につなげます。

子ども家庭支援課

　実務者会議に以下の部会を置き定期的に情
報交換を行った。
・進行管理部会・・・足立児童相談所と子ども家
庭支援課職員により構成し、要保護児童の支
援状況の確認を行う　12回実施
・地区連絡部会・・・足立児童相談所、子ども家
庭支援課、各保健センター職員により構成し、
特定妊婦、要支援児童、要保護児童の支援状
況の確認、役割分担等を行う　８回実施
・学校連絡部会・・・足立児童相談所、教育委
員会、子ども家庭支援課職員により構成し、要
保護児童、要支援児童のうち学齢児童の支援
状況の確認、役割分担等を行う　３回実施

　特に地区連絡部会においては、特定妊婦、
要保護児童、要支援児童、発達相談の対象児
童についての情報を部会開催前に各機関で事
前に共有し、支援の必要な家庭を早期に発見
し、関係機関が連携して援助した。

　開設予定の区立児童相談所の機能
を、より効果的に活用できるように、
協議会を運営していく。

64 高齢者虐待防止事業

高齢者虐待に関する相談・通報を受け、高齢
者総合相談センターと協力し、状況に応じて高
齢者虐待防止法や老人福祉法に基づく措置等
を行います。また、高齢者虐待防止ネットワー
ク運営委員会を開催し、虐待防止に関する普
及啓発や関係機関の職員による多職種の連
携強化を図ります。

高齢者支援課

・虐待相談通報　　75世帯
・被虐待高齢者数　　77名

【保護・措置実績】
・緊急一時保護（9件、延べ416日）
・やむを得ない事由による措置（27件、延べ
3,050日）
・養護老人ホーム入所申請（18件）

・高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会
　令和５年１月25日（水）開催
　当区における高齢者虐待防止の具体的取組
や対応状況に関する報告等を行った。

　地域包括支援センター、地域の関係機関等と
連携し、虐待通報に対して適切な支援・措置を
行った。夜間や休日のスムーズな対応や、支
援後の虐待者への関与が課題であり、今後も
留意しながら進めていく。
　また、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員
会の開催を通じて関係機関との情報交換や普
及啓発活動を行い、虐待の未然防止と早期発
見のための環境整備を進めた。

令和４年度と同様に実施予定。
・高齢者虐待防止ネットワーク運営委
員会
３回開催予定

65
配偶者暴力相談支援
センター事業の取組

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のため、相談業務をはじめとする、様々な支援
を行います。

人権推進課
・配偶者からの暴力の被害者の保護に関する
証明書発行件数：40件
・保護命令関与件数：0件

　男女平等推進センターで発行しているＤＶ予
防啓発冊子では配偶者暴力相談支援センター
を相談窓口として掲載している。庁内では、関
係各課とＤＶ被害者支援に係る意見交換会を
行った。

　引き続き、証明業務等の円滑な運
営を行い、ＤＶ被害者の早期支援に
つなげる。

66
配偶者等からの暴力
相談（DV相談）

暴力を受けた被害者に対して、専門カウンセ
ラーが相談に応じます。

人権推進課
毎週月・木曜日
相談件数：336件
稼働率：29.8％

　相談件数は令和３年度444件から減少し、平
成２７年度と同程度となった。相談の性質上直
前のキャンセルや飛び込みの相談の受入もあ
るため、現状では相談者にとって利用しやすい
水準を維持している。
　DV被害者を早期発見できるよう、引き続き相
談窓口の周知に努めていく。

毎週月・木曜日

施策の方向２　相談体制の充実
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

67
DV防止関係機関連
絡会の運営

被害者支援に関わる所管課及び警察・病院と
の連絡会議を開催し、被害者保護や自立のた
めの連携を強化します。

人権推進課

【テーマ】
「複合的な問題を抱えた被害者への対応と多
機関連携」
【日時】
令和５年１月19日（木）
【講師】
加茂 登志子さん（一般社団法人日本PCIT研
修センター長）
【参加者数】
16名

　「ＤＶと虐待の密接で複雑な関係」というサブ
タイトルで、実際の事例や現場での経験に基づ
く分析と解説がなされた。ＤＶ・虐待の相互関連
がよく分かり、機関連携による包括的支援を行
うことの重要性を再確認させられる内容であっ
た。
満足度93.75％

令和５年12月実施予定

68 窓口職員等研修
配偶者暴力に関する正しい認識と二次被害防
止のため、窓口職員をはじめとする全職員を対
象としたDVに関する研修を行います。

人権推進課

【テーマ】
DV被害の現状と窓口対応について
【日時】
令和５年１月26日（木）
【講師】
荻原節子さん（東京ウィメンズプラザ相談担当
主任専門員）
【参加者数】
39名

　職員がDVに関する知識を学び、被害者と加
害者への適切な対応を身につけることを目的
に実施。
　DV防止法の規定や支援の流れ、連携のルー
ル、ＤＶ加害者対応の原則、また過去の自治体
の事故事例などから実際の対応で直面しがち
な問題への対処方法を学んだ。
　被害者と加害者への適切な対応への理解が
深まり、窓口、現場で役立つ内容となった。
満足度：100％

令和６年１月実施予定

69
住民基本台帳事務に
おける支援措置

ＤＶ等被害者からの申出に対し、専門的な知識
を持った者が相談業務を行い、加害者からの
被害者の住民票の写し及び戸籍附票の写しの
交付請求並びに住民基本台帳の一部の写し
の閲覧請求があった場合、原則として拒否しま
す。

戸籍住民課

　ＤＶ等被害者からの申出に対し、専門的な知
識を持った者が相談業務を行い、加害者から
の被害者の住民票の写し及び戸籍附票の写し
の交付請求並びに住民基本台帳の一部の写
しの閲覧請求があった場合、原則として拒否す
る。

令和４年度ＤＶ等支援受付件数（他市区町村
受付含む）
新規：270件　446名
継続：729件　1,386名

　ＤＶ等の被害者からの申出を受け、
加害者から被害者の住民票及び戸
籍の附票の写しの交付並びに住民基
本台帳の一部の写しの閲覧請求が
あった場合、原則として拒否する。

70 女性相談

日常生活を営む上で問題を有する女性や配偶
者暴力被害者について、婦人相談員が広く相
談を受け付けるとともに、婦人相談所等の関係
機関と連携しながら必要な保護を図り、自立に
向けた支援を行います。

東西生活課

【女性相談】
月曜日から金曜日　8時30分～17時
【東西生活課合計】
相談実人員　804名
うちDV相談件数　223件
相談延件数　1,022件

【成果】
　生活困窮、DV、住居問題（居所なしを含む）、
妊娠・出産、傷病（精神疾患等含む）、親族か
らの暴力などの相談に応じた。昨年度に引き
続き、相談実人員、相談延件数は前年度を下
回り、ＤＶ相談件数は概ね横ばいで推移した。
【課題】
　複雑・多様化した問題を抱える女性からの相
談支援に取り組むため、更なる職員の資質向
上と関係機関との連携・協働の強化が課題と
なる。

【女性相談】
月曜日から金曜日　８時30分～17時
【東西生活課合計】
相談実人員　810名
うちDV相談件数　230件
相談延件数　1,030件

71 ひとり親家庭相談

生活上の問題や配偶者等からの暴力により被
害を受けた母子に対して、心身の健康状態、
生活、経済状況等を聞き取り、住まい・生活・
子に関する支援及び助言を行います。

子育て応援課
ひとり親家庭相談
月曜日から金曜日　午前８時30分～午後５時
相談件数　1,425件

　ご相談内容によって相談室を利用するなど、
プライバシーに配慮した面接を行った。特に暴
力被害に関する相談は迅速且つ適切な対応を
要した。
　就労相談においては、新型コロナウイルス感
染拡大を機に専門資格の取得を目指す方の相
談が多くなったが、資格の特定まで至っていな
い方が多かったため、適宜問題提起や助言に
努めた。
　来年度も引き続き職員の相談スキル向上に
努め、適切な助言や支援を行っていく。

月曜日から金曜日　午前８時30分～
午後５時

72
DV被害者に関する
情報の適切な取り扱
い

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
等に関する法律をはじめとする関係法令等を
基に、住民情報共通データベースと連動するシ
ステムを使用するなど、被害者の個人情報を
取り扱う各課はその情報の管理を徹底します。

関係各課（※）

　加害者から追及される危険がある場合、各種
行政サービスの手続きにおいて、被害者の個
人情報に配慮した対応を実施した。
　また、加害者からの問い合わせ等に対して、
関係する職員が統一した対応を行った。

　被害者情報の取り扱いや加害者対応につい
て周知徹底を図っている。
　今後も引き続き、各種行政サービスの手続き
において、被害者の個人情報に配慮した対応
を実施する。

　引き続き被害者の個人情報に配慮
した対応を実施する。
　また、加害者からの問い合わせ等
に対して、関係する職員が統一した
対応を行う。

施策の方向３　被害者の安全確保と自立に向けた支援
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

73
都営住宅優先抽選の
情報提供

都営住宅募集に際して優遇抽選制度の情報提
供を行い、住宅に困っている家庭を支援しま
す。

住環境整備課

○令和４年５月　都営住宅募集
 　令和４年５月６日から５月１６日まで
　 募集案内配布部数 ： 2,659部
○令和４年１１月　都営住宅募集
　 令和４年11月1日から11月10日まで
　 募集案内配布部数  ： 2,461部
　
※区役所、区民事務所、区民サービスコー
ナー、東・西生活課で配布

　ＤＶ被害者から都営住宅への入居相談等を
受けた際には、優遇抽選制度を説明し、申込
書の申込区分欄に「ＤＶ被害者世帯」の区分番
号を正しく記入することにより優遇抽選を受け
ることができる旨を案内している。

○令和５年５月　都営住宅募集
 　令和５年５月８日から５月１６日まで
募集案内配布
○令和５年11月　都営住宅募集
　 令和５年11月上旬　募集案内配布

※区役所、区民事務所、区民サービ
スコーナー、東・西生活課で配布

74
暴力防止に向けた普
及・啓発

広報かつしか等で若年層の性暴力をはじめ、
さまざまな暴力被害予防のための周知を図り
ます。合わせて、相談先の周知や講座の開催
等を行うことで暴力防止の啓発を行います。

人権推進課

【テーマ】
イライラに悩むあなたへ～アンガーマネジメント
講座～
【日時】
令和５年３月25日（土）午前10時～11時30分
【講師】
Smile Of Partner代表　石川梨奈
【参加者数】
33名

満足度77.77％。
　申込件数が定員を超え、区民の需要を捉え
た講座を企画することができた。
「自分にも当てはまるところがあり、勉強になっ
た。」「自分の年代は我慢が美徳とされた。今
回の学習を今日から実践したい。」など、実践
への第一歩として具体的な学習を提供できた。
　今後も区民のニーズを反映した講座の企画
に努めていく。

令和６年３月開催予定

75
人権啓発紙による啓
発（企業向け）【新規】

企業向け人権啓発紙において、人権に関する
記事の掲載や情報提供などを行います。

人権推進課

企業向け啓発紙第２号「HOW」
（令和４年11月発行）
【内容】
・性の多様性基礎知識
・職場内での配慮
・顧客、取引先等への配慮
【発行部数】
5,600部
【配布】
葛飾法人会等

　令和４年11月から始まった東京都パートナー
シップ宣誓制度と合わせて「知っておきたい「性
の多様性」」をテーマとして取り扱うことで、区
民だけでなく事業者の職場内での多様性や
パートナーシップ宣誓制度への理解促進を推
進することを目指した。
　今後も引き続き、社会情勢に合致したテーマ
を取り扱い啓発を行っていく。

令和５年11月発行予定

76
ハラスメント相談・苦
情処理委員会の運営

職員のセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハ
ラスメント及び妊娠・出産・育児又は介護に関
するハラスメントを対象とした問題解決、再発
防止、抑止力としての委員会及び相談員を常
設します。

人事課

ハラスメント相談・苦情処理委員会の開催
【開催日】
令和４年６月２２日（書面開催）
【委員構成】
人事課長を委員長とし、人権推進課長、人材
育成課長、人事課調整担当係長、委員長が推
薦する職員２名、職員団体・労働組合が推薦
する女性職員３名、同男性職員３名の計12名
で構成

　セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメ
ント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラ
スメントにかかる相談・苦情に対応することで、
その解決等に努めた。

ハラスメント相談・苦情処理委員会の
開催
【開催予定日】
令和５年６月予定
【委員構成】
人事課長を委員長とし、人権推進課
長、人材育成課長、人事課調整担当
係長、委員長が推薦する職員２名、
職員団体・労働組合が推薦する女性
職員３名、同男性職員３名の計12名
で構成

77
不健全図書類に対す
る規制への支援

東京都青少年の健全な育成に関する条例の
規定による不健全図書類の規制の遵守状況に
ついて、区から推薦している東京都青少年健
全育成協力員による販売店等への環境浄化
活動を支援することにより、不健全図書類に対
する規制の実効性を高めます。

地域教育課
　協力員（区内３８名）による調査活動（地区に
より調査回数等が異なる）

　令和４年度も東京都に協力して、協力員に対
し調査活動が円滑に活動できるよう新任者に
研修を行うとともに最新の店舗名簿を提供し
た。
　今後も、ＳＮＳや公衆の場において有害な画
像・情報を、どのように子どもたちの目に触れさ
せないようにするかが引き続きの課題である。

　各協力員に対し、引き続き最新の
店舗名簿を配布するなど協力員が活
動しやすいようサポートしていく。
　また、東京都に対し協力員の活動
時間や見守り件数などの指標の提供
を依頼していく。

施策の方向４　性暴力・ハラスメントの防止
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78
包括的な支援体制の
整備【新規】

複雑化・複合化する福祉の各分野を超えた
様々な課題に対応するため、各分野を横断的
に連携・協働する包括的な相談支援体制を整
備するとともに、地域社会とのつながり支援や
地域づくりに向けた支援を進めていきます。

くらしのまるごと相談
課

（１）アウトリーチ支援実施件数：834件
（２）支援会議開催件数：30件

　自ら相談することが難しい方などに、訪問等
により積極的に働きかけるアウトリーチ支援を
実施した。また、支援会議を開催し、複合的な
課題がある事例等について情報共有を行い、
支援を実施した。

　高齢・障害・子ども・生活困窮等、世
帯の様々な悩みを総合的に受け止
め、その人らしく地域で暮らしていけ
るよう支援するため、①世帯等が抱
える多様な課題をまるごと受け止め
るくらしのまるごと相談窓口の設置、
②自ら相談することが難しい方等に
訪問等により積極的に働きかけるア
ウトリーチ等事業、③すぐに解決が困
難な世帯等に寄り添いながら継続的
な関わりを実施する伴奏支援、④複
数の課題や制度のはざまの課題を抱
える世帯等に対する支援関係機関に
よる連携支援、⑤地域のボランティア
団体等の活動への参加を調整する
参加支援の５つの取り組みを中心
に、一人一人の実情に寄り添った支
援体制を構築する。

79
生活困窮者自立支援
事業【新規】

生活困窮に関する相談に対応し、課題解決に
向けた情報提供や関係窓口を紹介するととも
に、就労や住居確保を含め、専門相談員が支
援計画を作成して自立に向けた支援を行いま
す。

くらしのまるごと相談
課

（１）新規相談件数：1,830件
（２）自立支援計画件数：311件
（３）住居確保給付金新規決定件数：249件
（４）就労準備支援計画件数：11件
（５）家計改善支援計画件数：210件
（６）学習支援事業：24校（全区立中学校）

　新型コロナウイルス流行直後に比べて、相談
件数は減少しているが、相談内容について、解
決が困難で原因が複雑なケースが増えてい
る。
　令和５年度から、「くらしのまるごと相談窓口」
が開設されることに伴い、自立相談支援事業
のプラン作成数の増加が想定されるため、引き
続き一人ひとり手厚い支援が求められる。

（１）自立相談支援事業
（２）住居確保給付金
（３）就労準備支援事業
（４）家計改善支援事業
（５）学習支援事業

80 育児支援訪問事業

生活状況が不安定である等支援を行うことが
特に必要と認められる妊婦及び産後うつや育
児不安の強い母親に対して、ヘルパーや保育
士等が家庭を訪問し、家事や育児に関する相
談・支援を行います。

子ども家庭支援課

　児童虐待予防に役立つことが見込まれる等、
養育支援が特に必要であると判断した家庭に
対し、ヘルパー等が訪問し、養育に関する指
導、助言等を行う。
のべ派遣回数　２８２回
のべ派遣時間　３８５時間

　支援に拒否的な家庭との接触を図る一つの
きっかけとなっている。
　事業者が家庭を訪問して家事の支援や相談
などを実施し、家庭における養育状況の把握
が行えた。
　支援実施の時間帯の拡大が今後の課題。

　引き続き、事業を実施していく。
　加えて、実施事業者の開拓や実施
時間帯の拡大に向けた取り組みを
行っていく。

81
ひとり親家庭自立支
援事業

ひとり親家庭の母又は父の経済的自立に向
け、就職に有利な資格取得の促進や就労専門
相談員が作成する自立支援プログラムを活用
した就労支援を行います。

子育て応援課

１　ひとり親家庭自立支援給付金事業
【教育訓練給付金】
申請件数16件　支給件数９件
【高等職業訓練促進給付金】
新規申請件数　11件、 継続件数　12件
【修了支援給付金】
６件
【差額給付金】
８件
２　就労支援事業
　　支援者数　68件（就職43件　専門学校等４
件
　継続13件　辞退等　８件）
３　相談窓口強化事業
  　一人ひとりのニーズに即した就労相談とす
　るため、令和４年度は試行的に10月、11月水
　曜夜間開庁時に１か月２回、１日２枠、計８名
　に対し、「就労支援個別相談会」を実施した。

【成果】
１　自立支援給付金事業においては、平成28
　年度から国基準に加え、区の独自加算を実
　施。給付金申請者は毎年20件程度を推移し
　ている。
２　就労専門相談員を設置し、就労支援コーナ
　ー(区役所４階常設)と連携を図りし、ひとり親
　家庭の自立に向けた支援を行った。
３　就労支援講座は新型ウイルス感染拡大防
　止とひとりひとりのニーズに即した内容とする
　ため、試行的に水曜夜間開庁時に個別相談
　会を実施したところ、区民の方からの好評を
　得ることができた。

【課題】
・自立支援事業のひとり親家庭の父の利用促
進
・就労支援対象者の確保

１　各種自立支援事業
２　就労支援個別相談会
　　６、７、９、10、11、12、1月の水曜
　夜間開庁時、月１回、１日２枠で
　開催（予定）

課題２　生活上困難な状況を解消するための取組促進

施策の方向　自立と安定した暮らしに向けた環境整備
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82
養育費の受け取り支
援事業【新規】

離婚時の養育費取り決めの重要性の啓発を行
うとともに、養育費に係る公正証書等の取り決
めに要した費用の一部や養育費立替保証契約
に係る初回保証料の助成を行います。

子育て応援課

【公正証書等作成助成】
　養育費に係る強制執行承諾約款付公正証
書、調停調書、家庭裁判所の審判、確定判決
のうち、いずれかの取り決めに要した費用の一
部を助成する。

【養育費立替保証契約に係る保証料助成】
　保証会社と１年以上の養育費立替保証契約
を締結した際に負担した初回保証料を助成す
る。

【公正証書等作成助成】
11件

【養育費立替保証契約に係る保証料助成】
１件

　児童扶養手当の現況届に本事業のリーフ
レットを同封したことで、児童扶養手当受給者
からの問い合わせが多く、また、区HPを見て問
い合わせてきた方や公証役場から本事業を紹
介されて問い合わせを行う方も見られ、広く周
知することができた。

　公正証書等作成助成】、【養育費立
替保証契約に係る保証料助成】
令和４年度と同内容で実施予定

組織改正に
伴い、令和5
年度より子
ども応援課
→子育て応
援課へ移行

83
若者支援体制の整備
【新規】

葛飾区在住の義務教育終了後、概ね15歳から
３９歳以下の様々な悩みを持つ若者及びその
家族、支援者からの相談を受け、関係機関と
連携して適切な支援を行います。

子ども・子育て計画
担当課

【若者相談窓口】
　面接相談や電話相談等をはじめ、令和4年度
よりオンライン相談を開始し、相談者の希望に
寄り添った相談方法を実施している。

【講演会等】
■ひきこもり当事者と家族の孤立を防ぐために
～専門家や支援機関の有効的な活用につい
て～
　・日　　　時：令和４年10月16日
　・参加人数：21人(YouTube視聴回数191回)

■「助けて！」を言えない若者たち
～「ヤングケアラー、貧困、孤立、…」複合化す
る悩みと周囲の大人の理解～
　・日　　　時：令和５年２月19日
　・参加人数：12人(YouTube視聴回数156回)

　面接相談や電話相談等の継続した相談方法
は、前年度よりも相談件数が増えており、相談
需要が高まっている。また、令和４年度から開
始したオンライン相談は、１６件相談があり、今
後の増加が期待される。

【若者相談窓口】
令和４年度と同内容で実施予定
【講演会等】
１回目　令和５年９～10月(予定)
２回目　令和６年１～３月(予定)

84 障害者就労支援事業

障害のある方の一般就労の機会の拡大を図る
とともに、安心して働き続けられるように支援す
ることにより、障害のある方の自立と社会参加
を一層促進します。

障害福祉課

令和４年度事業計画に基づき、
①障害者が安心して就労の場に挑戦し、安定
して働き続けるための支援を行った。
※「永年勤続者の祝い」（令和４年11月19日
（土）実施）
②関係機関とネットワークを構築し、就労者や
就労希望者に対して、他機関と連携しながら支
援を行い、障害者雇用の促進に努めた。
※「かつしか障害者雇用フェア」（令和４年９月
５日（月）実施）
・就職面接会を開催
③区内施設の工賃向上に向けて、「区内施設
の自主生産品販売会」、「自主生産品販売促
進アドバイザー事業」、「共同受注ネットワーク
運営事業」を実施した。

①新規登録者は101名、新規就職者は延90名
だった。
　「永年勤続者の祝い」を実施した。また、企業
からの依頼に応じて、一部オンラインによる採
用面接や定着面談を実施した。
②「かつしか障害者雇用フェア」は、ハローワー
ク墨田の協力を得て、８事業所の面接会を実
施した。その結果５名の採用に結び付いた。
③区内施設の自主生産品販売会は、年３回（６
月、12月、２月）実施した。新型コロナウイルス
感染症拡大防止策を講じ、多くの売り上げが
あった。
　「自主生産品販売促進アドバイザー事業」
は、自主生産品を製造・販売している事業所に
対して開発や販売活動のための助言・指導を
行った。また、「共同受注ネットワーク運営事
業」は、共同で受注を行うための施設間の調整
や、区主催事業の出店調整、新たに受注を受
けるためのPR活動等を行った。

①かつしか障害者就労支援フェア
令和５年８月29日（火）
就労支援セミナー、企業面接会を開
催予定。
②就労支援部会・一般就労分科会・
福祉就労分科会（年６回）を実施し、
関係機関とのネットワークを図る。
③区内施設の工賃向上のため、「区
内施設の自主生産品販売会」、「自
主生産品販売促進アドバイザー事
業」、「共同受注ネットワーク運営事
業」を実施する。
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85
障害者の日中活動の
支援

常時介護が必要な身体又は知的に障害のあ
る方の日中活動を支援するサービスとして、通
所による生活介護サービスや地域活動を支援
する場の提供などを区内通所施設（生活介護
施設等）で行います。

障害福祉課

【区が整備支援を行う障害者通所施設】開設予
定なし

【上記以外で令和４年度中に開設予定の施設】
　民間施設においても施設整備基準に適合す
る施設については、都重心指定事業所として
指定が受けられるように勧奨を行う。

【令和５年３月31日現在　障害者通所施設数
等】
50施設　定員1,893名

【区が整備支援を行う障害者通所施
設】
１施設、NPO大地（令和５年中開所）

【上記以外で令和４年度中に開設予
定の施設】
民間施設においても施設整備基準に
適合する施設については、都重心指
定事業所として指定が受けられるよう
に勧奨を行う。

86 外国人生活相談
外国人区民の日常生活全般や各種手続き、制
度に関する相談を行います。

文化国際課

毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜日に実施）
12時30分～17時（受付は16時30分まで）
言語：英語・中国語
対象：外国人区民
件数：英語68件、中国語95件　合計163件

　葛飾区に転入した外国人にも幅広く周知する
ため、広報紙等で周知するほか、職員に対して
も継続して周知を行う。

毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜日
に実施）
12時30分～17時（受付は16時30分ま
で）
言語：英語・中国語
対象：外国人区民

87 啓発物の発行
性の多様性への理解促進を図るため、啓発物
を作成・配布します。

人権推進課

人権・多様性に関するパンフレット「東京都
パートナーシップ宣誓制度が始まりました！」
（令和４年11月発行）
【内容】
・パートナーシップ宣誓制度
・性的マイノリティと困りごと
・相談窓口周知
【作成部数】
10,000部
【配布】
区内小学校・中学校等
　その他講演会・講座・職員研修等の機会を通
じて配布を行い、理解促進に努めた。

　区施設や小・中学校のほか、区内専門学校
や大学、講座・イベントなどで配布することで、
性的マイノリティの知識の啓発や、都制度・相
談窓口を幅広い区民層へ周知することができ
た。

【配布予定部数】
◆令和元年度作成分
約3,100部
◆令和４年度作成分
約750部

88
性の多様性に関する
講座・職員研修【新
規】

性の多様性への理解促進を図るため、区民向
け講座及び職員向け研修を開催します。

人権推進課

◆講座
【テーマ】
映画「彼らが本気で編むときは、」上映会
【日時】
令和４年10月29日（土）午後２時～４時30分
【作品】
「彼らが本気で編むときは、」監督：荻上直子
主演：生田斗真
【参加者数】
70名
◆研修
【テーマ】
性の多様性に関する研修
【日時】
令和４年10月11日(火)　午後２時30分～４時30
分
【講師】
認定NPO法人ReBit　講師　望月　鈴蘭
【参加人数】
31名

◆講座
満足度91.94％。
　著名人の出演する作品を上映することで、普
段講座に参加しない層への啓発ができた。
　アンケートからは「当事者の苦しみのほんの
わずかでも近づくことができた様に思います。」
「まずは多様性を理解する姿勢が大切だと感じ
た。」「少しずつ理解していけたらと思う。」な
ど、性の多様性について前向きな姿勢が多く
見られ、高い啓発効果が得られた。
◆研修
満足度83％。
　性の多様性の基礎知識から、当事者が抱く
窓口対応での困りごとなど、実務に直結する研
修を行った。
　今後も職員が当事者の困りごとについて具体
的なイメージを持って実務に取り組めるような
研修を企画していく。

◆講座
令和５年６月開催予定
◆研修
令和５年11月開催予定

目標４　互いの人権を尊重し、平等な社会を実現します

課題　多様性の尊重

施策の方向１　性の多様性への理解促進・支援
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89
性自認・性的指向に
関する相談（LGBTs
相談）【新規】

誰にも相談できない等の悩みを抱える本人や
その家族及び友人等に対して、日常生活にお
ける課題、不安等の解決に向けて相談に応じ
ます。

人権推進課
LGBTs相談
　毎月１回　土曜日　午後１時30分～４時30分
　相談件数　９件

自身の性のあり方や、こどもの制服などの相
談に応じた。
相談件数が伸び悩んでいることから、周知先
や周知方法の見直しを行っていく。

LGBTs相談
　毎月１回　土曜日　午後１時30分～
４時30分

90
メディア・リテラシー
向上に向けた講座

TVや新聞だけでなく、インターネットやSNSなど
から情報を取捨選択して活用することを目指し
た講座を開催します。

人権推進課

【テーマ】
映画『ＳＮＳ　少女たちの10日間』上映＆トーク
【日時】令和５年２月11日（土・祝）
映画上映・講座：午後2時～4時
【講師】
金尻カズナさん（ＮＰＯ法人ぱっぷす理事長）
【参加者数】
12名

【満足度】91％
　映画『SMS　少女たちの10日間』を鑑賞後、講
師に日本での子どもを手なずけるグルーミング
やデジタル性暴力について学んだ。初めて
知った、びっくりしたとの声もあり、講座開催の
目的を十分に達成できた。

令和６年２月ごろ開催予定

91
多様性に関する講
座・講演会

性別や文化、価値観などの違いにとらわれるこ
となく、個人の人権が尊重され、その能力を充
分に発揮できる社会を目指し、多様性に関する
講座・講演会を開催します。

人権推進課

【テーマ】
パートナーシップ宣誓制度ってなに？～LGBT
基礎講座～
【日時】
令和４年11月８日（火）午後２時～４時
【講師】
LGBT法連合会　代表理事　原　ミナ汰
【参加者数】
11名

満足度77.78％。
　令和４年11月から始まった東京都パートナー
シップ宣誓制度に合わせXジェンダーである講
師を招くことにより、性の多様性について区民
への浸透を図った。
　性の多様性をテーマとした講座については、
当事者の講師が好まれることがアンケートから
わかるため、今後も引き続き当事者を講師とし
て招くなど、効果的な啓発を行っていく。

令和６年３月開催予定

92
人権啓発紙による啓
発（区民向け）

全戸配布による人権啓発紙において、人権に
関する記事の掲載や情報提供などを行いま
す。

人権推進課

人権啓発紙「こんにちは人権」
（令和４年11月25日発行）
【内容】
・人権週間記念講演会「笑って学ぶ人権と
SDGs～私にできることはなんだろう？～」（令
和４年12月10日(土)実施）周知
・「未来につながるSDGs　人権から見る持続可
能な社会」と題し人権とSDGsのつながりなど
・東京都パートナーシップ宣誓制度の周知、同
和問題
【発行部数】
251,900部
【配布】
区内全戸配布
地区センター等

　社会的に注目を浴びている、「誰ひとり取り残
さない」がテーマであるSDGを人権と関連付
け、どちらも等しく身近なこととして考えてもらう
契機とすることができた。
　また、芸能人を起用した人権週間記念講演
会を１面に取り上げる紙面構成とすることで、
区民の目を引き、講演会との相乗効果を狙っ
た。
　今後も講演会と同一テーマとするなど、有効
な情報提供の手段としていく。

令和５年11月発行予定

施策の方向２　互いの個性や多様な生き方を認め合う人権尊重の意識づくり
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93
職員を対象とした男
女平等に関する人権
研修

新規採用職員をはじめ、主任や係長、管理職
に昇任する職員を対象とする職層研修におい
て、男女平等を含む人権推進に関するカリキュ
ラムを実施します。

人材育成課

（１）　仕事のための基礎知識
　　　 対象者　令和４年度新規採用者
       日   程　令和４年４月６日（水）
（２）　同和問題研修
       対象者　採用３年目の職員
　　　 日   程　令和４年12月２日（金）
（３）  チームリーダーの期待役割
       対象者　主任昇任前の職員
　　　 日   程　令和５年１月11日（水）、18日
                  （水）
（４）  係長としての基本姿勢
       対象者　令和４年度係長職昇任能力
                  実証合格者
       日   程　令和５年２月２日（木）
（５）  同和問題と人権研修
       対象者　全職員
       日   程　令和５年１月23日（月）

　人権推進課と連携し、人権講義を実施すると
ともに、冊子等を配布した。
　研修受講後には、受講生より「改めて人権を
意識した」という報告が見られた。
　今後も全職員へ向けた研修を実施し、人権
意識の醸成を促す。

（１）　仕事のための基礎知識
　　　 対象者　令和５年度新規採用者
       日   程　令和５年４月11日（火）
（２）　同和問題研修
       対象者　採用３年目の職員
　　　 日   程　令和５年12月５日（火）
（３）  チームリーダーの期待役割
        対象者　主任昇任前の職員
　　　 日   程　令和６年１月18日（木）
                                　   24日（水）
（４）  係長としての基本姿勢
        対象者　令和５年度係長職昇
     任能力実証合格者
        日   程　令和６年２月１日（木）
（５）  同和問題と人権研修
        対象者　全職員
        日   程　令和６年１月30日（火）
（６）  同和問題講演会
　　　 対象者　全管理職
        日   程　未定
※（６）は隔年実施

94
学校での人権教育の
推進

児童・生徒等が発達段階に応じ、人権の意義・
内容や重要性を理解し、自分の大切さとともに
他者の大切さを認められるようになること等を
目標に人権教育を推進します。

指導室

・全ての学校（小学校49校、中学校24校、特別
支援学校）において人権教育の全体計画及び
年間指導計画を作成し、指導を徹底した。
・全ての学校で人権教育担当者を配置し、組織
的な人権教育を実施した。

　各学校の児童・生徒の実態に応じて人権課
題を取り上げ、児童・生徒自身が人権尊重に
ついて考える授業を実施した。
　今後も重要な教育課題に位置付け、道徳教
育と関連させた指導を実施していく。
　年11回程度実施する校園長会、副校長会の
他、各職層・分掌の研修等を活用し、指導内容
の充実等を図っていく。

・人権教育の全体計画及び年間指導
計画の作成・指導室への提出の継続
・人権教育担当を校務分掌に位置付
けた組織的な人権教育の継続
・学校生活全体における言語環境を
整えるなど教室環境の整備の継続

95
人権教育に関する研
修

教育委員会の教育目標や基本方針に記されて
いる人権尊重の精神を児童・生徒にはぐくむた
め、教員の人権教育に関する知識や理解を深
めるため研修を実施します。

指導室

（１） 【テーマ】
　　　人権教育の推進について
　　　【日時】
　　　令和４年５月16日（月）～８月31日（水）
　　　【講師】
　　　葛飾区教育委員会事務局指導室
　　　指導主事　山田　修央
　　　【対象】
　　　人権教育担当者
　　　【参加者数】
　　　76名（オンデマンド形式）
（２） 【テーマ】
　　　東京都人権尊重教育推進校
　　　研究発表会への参加
　　　【実施校】
　　　令和５年１月20日（金）
　　　江東区立平久小学校
　　　令和５年２月１日（水）
　　　足立区立東綾瀬中学校
　　　令和５年２月22日（水）
　　　江戸川区立松江第二中学校
　　　【参加者数】
　　　76名

　（１）では、人権教育プログラムをもとに、教職
員に求められる人権感覚や指導方法について
研修を実施した。

　（２）では、東京都人権尊重教育推進校の推
進校の研究発表会に参加することで、各学校
の取組について学ぶとともに、研究の成果を所
属校に持ち帰ることができた。

・人権教育研修会を年間３回実施す
る。
第１回　学校における人権教育の推
進について

第２回　男女平等教育の推進につい
て（人権推進課と連携）
第３回　人権尊重教育推進校研究発
表会への参加

・初任者研修会における人権教育研
修会の実施
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96
情報教育の推進（情
報教育担当職員研
修）

子どもたちの情報活用能力の向上と、人権感
覚を備えたメディア活用能力の育成を図るた
め、各校の情報教育担当者を対象とした指導
力向上研修会を実施します。

指導室

（１） 情報教育リーダー研修会１
　　　【テーマ】
　　　講演「令和の日本型学校教育」の実現に
　　　向けた効果的なICTの活用について
　　　【日時】
　　　令和４年５月９日（月）
　　　【講師】
　　　聖心女子大学　現代教養学部教育学科
　　　益川　弘如　教授
　　　【対象】
　　　小・中・特別支援学校の情報教育リーダー
　　　【参加者数】
　　　74名
（２） 情報教育リーダー研修会２
　　　【テーマ】
　　　講演「学校におけるネットリテラシー及び
　　　情報モラル教育」について
　　　【日時】
　　　令和３年９月27日（火）
　　　【講師】
　　　株式会社教育ネット　宮川　麻子　ネット
　　　リテラシーアドバイザー
　　　【対象】
　　　小・中・特別支援学校の情報教育リーダー
　　　【参加者数】
　　　74名

　個別最適な学びについての知見を広げるとと
もに、情報モラル教育における指導力向上を
目的として研修を実施し、教員のＩＣＴスキルの
向上を図った。
　教員が各学校において指導できるよう、今後
も適切にアンケート等を活用し、学校のニーズ
にあった研修を実施していく。

（１）情報教育リーダー研修会１
　　　日程：令和５年５月１日（月）
（２）情報教育リーダー研修会２
　　　日程：令和５年10月20日（金）
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97
男女平等推進セン
ター及びセンター事
業の周知・情報発信

広報活動やイベントの開催などを通じて、男女
平等推進センターや実施事業の周知を行い、
センターの認知度向上及び利用促進を図りま
す。

人権推進課

　広報かつしか６月５日号男女共同参画週間
特集、こんにちは人権（年１回）、LooP（年１
回）、男女共同参画Schedule Note Book（年１
回）の発行・配布を実施した。
　イベント情報や啓発記事は、広報かつしかへ
の掲載、チラシ配布、区ホームページだけでな
く、フェイスブック・ツイッター等のSNSを活用し
た。

　講座等のアンケートでは広報かつしかやホー
ムページを見て参加する方が多いことから、記
事を掲載する効果がある。
　今後はインスタグラムも活用して情報発信を
強化し、男女平等推進センターの認知度向上
及び男女平等の意識づくりに努めていく。

　広報かつしか６月15日号男女共同
参画週間特集、こんにちは人権（年１
回）、LooP（年１回）、男女共同参画
Schedule Note Book（年１回）の発
行・配布、広報かつしか及びホーム
ページへの情報掲載やＳＮＳ・インス
タグラムを活用した情報発信等を行
う。

98
男女平等に関する書
籍等の収集・提供

男女平等に関する書籍や資料を収集し、図書
資料室やセンター内に配架し情報提供を行い
ます。

人権推進課
　年５回、男女平等・人権に関する図書を購入
し、男女平等推進センター図書資料室にて区
民に閲覧・貸出を行った。

　講座開催時に教室内に関連する葛飾区所蔵
の図書を展示した。
　３月の「パルフェスタ」で図書資料室の紹介パ
ネルを展示し、リサイクル図書の配布を行い、
図書資料室の周知を図った。

　年５回、男女平等・人権に関する図
書購入をし、男女平等推進センター
図書資料室にて区民に閲覧・貸出を
行う。
　開催講座に関する図書資料室所蔵
の資料展示を積極的に行う。

99 各種相談事業
女性のさまざまな悩みに対して弁護士やカウン
セラーが相談に応じます。男性の悩みについ
ても、電話相談を行います。

人権推進課

（１）法律相談　毎週火曜日
　　 相談件数：106件
     稼働率：54.1％
（２）悩みごと相談　毎週月～金曜日
     相談件数：794件
     稼働率：54.5％

（１）法律相談
     相談件数は令和３年度105件から増加し
   た。
（２）悩みごと相談
     相談件数は令和３年度897件から減少し
   た。法律相談、悩みごと相談ともに必要な
   方が相談できるよう、引き続き広報かつし
   か等で相談窓口の周知を図っていく。

（１）法律相談　毎週火曜日
（２）悩みごと相談　毎週月～金曜日

100
相談事業における一
時保育

男女平等推進センターで行っている女性のた
めの各種相談を気軽に利用できるよう、相談時
間中の一時保育を実施します。

人権推進課

(1) DV相談
　　件数：６件
(2) 法律相談
　　件数：０件
(3) 悩みごと相談
　　件数：３件

　区ホームページで広報を行っているほか、電
話予約時に保育の案内を行っている。
　特にＤＶ相談は電話相談よりも面談を希望、
乳幼児連れも多いことから、一時保育の需要
は大きい。
　引き続き、相談者のニーズに応じて利用を推
進する。

　相談者の要望に応じた一時保育を
行う。

101
「葛飾区男女平等推
進計画進捗状況調
査」の実施・公表

本計画の推進状況を毎年調査し、結果を区
ホームページ等で公表します。

人権推進課

　葛飾区男女平等推進条例第2章第8条第4項
に基づき、令和３年度における葛飾区男女平
等推進計画の進捗状況調査を令和４年４月に
実施。
　その結果を庁内組織である男女平等推進本
部会及び葛飾区男女平等推進審議会に報告
するとともに令和４年10月に区ホームページで
公表した。

　計画の進捗状況や事業実施における課題を
把握するとともに、庁内や審議会での意見など
から、男女平等社会の実現に向けた取組を進
めていく。

　令和５年８月に区ホームページで公
表予定。

102 男女平等推進本部
男女平等推進計画の推進を図るため、庁内組
織である推進本部を運営し、全庁を挙げて取
組を進めます。

人権推進課

＜議題＞
・政策・方針決定過程への女性の参画状況調
査結果について
・第６次男女平等推進計画進捗状況調査報告
について
＜日時＞
幹事会　令和４年６月30日（木）
本部会　令和４年６月28日（木）

　女性の参画状況調査結果等を報告した。
　引き続き、目標達成に向けた事業等の取組
を推進していく。

年２回開催予定。

施策の方向１　男女平等推進センター機能の充実

施策の方向２　区・区民・民間団体間の連携と協働

推進体制　男女平等・男女共同参画の実現に向けた推進体制

課題１　推進体制の強化
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事業
番号 計画事業名 事業内容 所管課 令和４年度実施内容 令和４年度の成果・今後の課題 令和５年度実施予定 備考

103 男女平等推進審議会
葛飾区の男女平等推進施策を推進するため、
男女平等推進審議会を開催し、計画の進捗評
価等を行います。

人権推進課

　令和４年度は、以下の日程で開催した。
　政策・方針決定過程への女性の参画状況調
査結果、第５次男女平等推進計画進捗状況調
査結果を報告した。
①令和４年７月20日（水）
②令和５年３月17日（金）

　計画事業や女性の参画率向上への意見、計
画策定に向けた審議など、学識経験者や区内
団体、公募区民委員で話し合い、男女平等社
会の実現に向けた施策の推進に取り組んだ。

年２回開催予定。

104
男女平等苦情調整委
員会

男女平等社会の実現を阻害すると考えられる
区の施策や事業、職場や地域等に対する苦情
の申し立てを受け付けます。

人権推進課
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
実施せず。
　苦情の申立てはなかった。

令和５年１月頃開催予定。

105
男女平等の諸施策の
充実に向けての国・
東京都への要請

法の整備や諸制度の充実について、国や東京
都など関係機関と積極的に連携を図り、施策
の推進に取り組みます。

人権推進課 実施なし。 必要に応じて要請を行う。 必要に応じて要請を行う。

課題２　国・東京都との連携
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